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６．議事の経過

（開会 午前９時３０分）

議 長（森本敏軌） 皆さん、おはようございます。

直ちに開会をいたしたいと思います。

ただいまの出席議員は１８人であります。定足数に達しておりますので、ただいまから第

２６回平成２１年９月定例会を開会し、これより本日の会議を開きます。

会議に先立ちまして、第２６回平成２１年９月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ

申し上げます。

本年も早くも９月に入り、残暑も厳しい暑さが続いておりますが、朝夕めっきりと涼しくなり

本格的に秋の季節となってまいりました。本年は天候不順で野菜など農作物が不作で収穫も少な

く、価格も高騰し、食生活に影響を与えている状況ですが、いよいよ実りの季節となり、農家の

皆さんは取り入れに忙しい時期になってまいりました。豊作でありますよう念願いたしておりま

す。社会に目を向けますと、景気も少し上向きかけたと言われておりますが、失業率も最悪の

５．７％となり回復兆しが見え始めた景気が再び悪化する懸念が高まったと報道されておりまし

て、依然と厳しい状況であります。また、衆議院の総選挙も終わりまして、政権が交代するとい

う大変な変化がありましたが、いずれにいたしましても国民が安全で安心して暮らしていける社

会の構築と、地方の活性化が図られる国政を願い期待をいたすところであります。

また、新型インフルエンザが世界で、そして、日本でも、また府内でも感染が広がってきてお

り、これからピークを迎えると言われており、懸念されますが、何とか最小限に食いとめるべき

対応が待たれるのも混沌とした今日であります。こういった中、本日は第２６回平成２１年９月

定例会ということで、早速にご参集いただきありがとうございます。

今定例会は、決算議会として２０年度決算を中心に条例改正、請負契約の締結、辺地計画の策

定と変更、一般会計を初めとする補正予算など盛りだくさんの案件の審議をいただくわけですが、

大変長丁場の議会となります。よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げ、開会に当た

りましてのあいさつといたします。

ここで４点ほどご報告とお願いを申し上げます。まず、１点、質疑につきまして決算審議を除

きます条例、補正予算など一般議案につきましては、これまで２０分の１回でありましたけれど、

今定例会から１０分以内で２回と、議運で決めていただきましたので、９分になりましたらベル

を鳴らしますので、よろしくお願いをいたします。

それから２点目、決算審議を初め所管事項について、それぞれの所管委員会で審議をいただき

ますが、貴重な委員会審議ですので、十分審議をいただき本会議で所管事項については重複を避

け、違った観点から町長、副町長への所見についてお尋ねがある場合は、町長、副町長等にお尋

ねをいただきたいというふうに思います。

以上、質疑、答弁について、具体的に簡潔明朗にいただき、円滑な審議、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。

それから、３点目、残暑が続いております。今定例会もクールビスの服装で結構ですので、申

し添えます。

それから、４点目、一般質問の通告について、本日の午後４時ですので、間違いのないように
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お願いをいたします。

以上、よろしくお願いを申し上げます。

次に、太田町長のあいさつを受けたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 改めまして、皆様、おはようございます。

夏の日差しもようやく衰え初め、朝夕には心地よい涼やかな風も吹くころとなりました。とは

申しましても、日中はまだまだ残暑が厳しく、また、一方でいよいよ本格的な台風シーズンを迎

える中、去る８月９日から１０日の未明にかけまして西日本を襲いました台風９号により兵庫県

佐用町で多くの死者、行方不明者が出るなど、甚大な被害が発生いたしました。当町におきまし

ても床上浸水、また、床下浸水、それらを初め道路の冠水や通行どめ、河川の氾濫など、大きな

被害が発生し、多くの皆さんが被災されたところでございます。被害に遭われました皆様には、

一日も早い復旧を願わずにはいられませんし、町といたしましても、これら災害復旧のための緊

急の補正予算を編成し、順次復旧を進めてまいる所存でございます。また、８月３０日に行われ

ました衆議院総選挙で政権交代となりました議員の皆様には、それぞれのお立場でご苦労さまで

ございました。今後も、それぞれお持ちの太いパイプをフルに活用いただきまして、与謝野町の

ためにお力をお貸しいただきますようお願いいたします。

さて、本日は第２６回平成２１年９月与謝野町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員

の皆様には大変お忙しい中をご参集いただき、心より熱くお礼を申し上げる次第でございます。

本定例会では、先ほど申し上げました災害復旧のために専決処分をさせていただきました平成

２１年度与謝野町一般会計補正予算（第４号）や、平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算

認定などの議案をご審議いただくこととしております。

先般、監査委員さんによります平成２０年度の決算審査が行われ、いろいろなご指摘をちょう

だいいたしております。真摯に受けとめさせていただき、今後の行政運営に生かしていきたいと

いうふうに思っております。いずれにいたしましても、町の将来像の実現に向けてより一層その

推進に努めてまいりたいと存じますので、議員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして、

本定例会の開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。

ご報告いたします。お手元に配付しておりますように、本定例会に提出されております議案は、

京都地方税機構議会議員の選挙ほか３２件であります。以上３３件を上程します。

次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議規則第１１６条の規定により、１番

野村生八議員、２番 畠山伸枝議員。

以上２名にお願いすることにします。

次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から１０月１３日までの４１日間としたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）
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議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から１０月１３日までの４１日間と決定しました。

次に、日程第３ 諸般の報告を行います。

諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。

最初に、産業建設常任委員会が行政視察を行っております。報告を願います。

勢旗委員長。

産業建設常任委員長（勢旗 毅） おはようございます。ただいま議長の方からご指名をいただきました

ように、２１年度の行政視察ということで、産業建設常任委員会、鳥取県の倉吉市と智頭町を視

察をいたしました。二日間、全員参加ということで所期の目的が達せたと思っておりますが、た

だいまから報告をさせていただきます。

まず、鳥取県倉吉市でございます。ここは人口５万１，３４０人、ご承知のように二十世紀な

しとか、スイカ、メロン、あるいはブドウ等の果菜類と、それから、キャベツ、ブロッコリーの

野菜類の産地ということでございまして、昔の宿場町ということでございます。

視察の目的としておりましたのは、「くらよし元気条例」と書いておりますが、「くらよし産

業元気条例」ということで、ミスプリントになっております。よろしくお願いします。

それから、二つ目には、４０年代初頭、京都府から、この倉吉に新たな拠点をつくった企業、

これがどう定着をしているか。

それから、三つ目には、頑張る地方応援プログラムに、どう取り組んでいるか。

四つ目には、重要伝統的建造物群保存地区、打吹地区の状況をですね、視察をしたいと、こう

いった目的を持って視察をさせていただきました。

まず、産業元気条例につきましては、地域産業を何とかしたいと、元気にしたいとの思いから、

雇用や企業振興に資する取り組みが密接不可分との立場で、議員の発議の条例として、今年の

３月に制定され施行をされております。この条例で特徴的なのは、この事業者を支援するメンバ

ーとして、第２条というのがあるんですが、そこで産官学金ですね、この金融機関が、これに加

わっているということで、これはですね、本町でも参考になるんではないかなというふうに思い

ます。

それから、第５条で市長責務ということを言っておるわけですが、具体的に市長に地域産業振

興の数値目標の設定を義務づけていると、こういうことでございますし、また、基本方針には市

民生活を豊かにすると。それから外貨獲得産業の育成、いわゆる市外からの、それぞれのプラス

になる、そういった収入を得られると、こういうことが柱でございます。

それから、地元の事業者を育成し支援するとともに、操業を促進することにより、すそ野の広

い産業構造をつくると、こういったことが基本方針にされておりまして。また、本年スタートし

たばかりということで、その実を聞くことができなかったわけですが、今後の推移に期待ができ

ると、このように思って帰りました。

それから、②でございますが、京都から進出した企業で、現在も操業しているのはオムロンと

グンゼですが、どちらも順調に本社同様に伸びているとここ、雇用力では市のトップ企業として

しっかりと根をおろしている感じがしました。倉吉オムロンは４５０人、倉吉グンゼは２００人

という雇用でございます。
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三つ目に、頑張る地方応援プログラムでは、若者定住化促進プロジェクトが柱となっており、

生産年齢人口の維持と乳幼児の子供を持つ若い夫婦にとっての不安や仕事との両立を図るための

環境づくりが進められている。具体的な成果の目標としては２４歳から３３歳を市内に引きとめ

る施策を講じる中で２２年度６，０６７人、１１．７％ということでございますが、これの上昇

目標が設定をされております。施策としては、子育て支援センターの設置、若者子育て世帯買い

物支援、マタニティマークの設定等が本町とは異なる事業であると、このように感じてまいりま

した。

四つ目には、打吹地区のまちづくりでは、ここは白壁の土蔵群があるところでございますが、

平成１５年から１６年度に町並み環境整備方針策定の基礎資料という調査に着手、「遙かな町の

出逢い」というのが、この市のテーマでございまして、地域住民みずから歴史、文化、緑を倉吉

特有のということで、ちょっとミスプリントでございますが、の資産として町に溶け込ませ、情

緒豊かな町をみんなでつくろうと協定を結び重要伝統的建物群保存地区と、周辺の修景施設整備

地区が定められ、独自の補助金制度と相まって成果につなぎ、平成１９年度国交省まちづくり大

賞を受賞をされております。ここの特徴は「まちづくりにストーリーがある」ということと。そ

れから、まちづくりの目標がはっきりしている。この二つではないかなと思いました。国交省へ

の事業の取組みの結果、非常に国の評価が高いこと、文化財の原点から脱却して、次を目指して

いることをいろいろ勉強をさせていただきました。

翌日、鳥取県八頭郡智頭町を視察をいたしました。ここは人口８，４００人、林地面積が

９３％という、農業と林業の町ですけれども、農業としましては米と、それからリンドウ、それ

からジネンジョと、こういうのが特産だということでございましたけれども、あとは林業が主体

でございました。

ここでは百人委員会の取組み、これはテレビでもご承知された方が多いと思いますけれども、

この状況と、それから「日本１／０運動の実情」ですね。

それから、三つ目には、この林業の町ということで、非常に厳しいわけですが、この町がどの

ようなまちづくりを、こういう厳しい中で進めておると、こういったことをポイントにしながら

視察をしてまいりました。

百人委員会は、返り咲きをされた町長の公約、町長の議会、住民、町職員が三輪車で町を引っ

張っていかなければならないと、そういう思いからスタートをしたということで、住民の情熱、

英知、勇気をもらわなければならない時代と分析し、１４０人の応募があったと、公募したとこ

ろ１４０人応募があり、中央公民館で公開ヒアリングを行って予算に反映をさせていると、ＮＨ

Ｋで全国放映されたこともあって、住民の熱心な行政への参画の様子を知識として得ておりまし

たけれども、この中から医師や看護師の奨学資金制度、野外教育の場でのものづくり体験をする

幼児教育の実現、そういったことが、取組みがスタートをしておると伺ってまいりました。

平成９年度に制度化されました「日本１／０村おこし運動」は、これからも集落に住もう、ど

うせ住むなら豊かな村づくりをと、こういった理念で、規約は全戸が５，０００円以上負担し、

全住民での運営をする。活動の柱を１交流・情報。２住民自治。３付加をつけるために、みずか

らの責任としての価値によりボランティア活動で参加することが決められております。この１／

０運動で感心をしましたのは、これが鳥取県で開催をされました「わかとり国体」の終了後に事
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業として取組まれ、全国評価を受けるまでな取組みになっておる。京都国体の後でも旧町で、そ

れぞれ、そういった組織がつくられましたが、行政主導の組織であります。町が手を抜いたら自

然消滅をしたと、こういうふうに認識をしております。ここでは現在、地区協議会に発展をいて

しまして、私ども、こういうことをお伺いするのがはずかしいような気がしたものでございます。

視察後、寺谷町長さんと出会う機会に恵まれました。町長から２回の住民投票で合併賛成が多か

ったわけですが、議会は、合併反対と、こういったことでねじれ現象になった。そういったこと

で辞職をし、その後、４年後に再度、町長に押されて、現在に至る話や。町長交際費のほとんど

を名刺に使っている話。れから４０メートルの高さまでもの滝をつくるということでポンプアッ

プをし、滝をつくられる。そういった話を伺ってまいりました。全国観光カリスマの一人という

ことでございました。

それから、三つ目には、林業再生の取組みとしてはバイオマスへの模索、智頭材としてのブラ

ンド材の創出、木材安定供給センターの設置、産直住宅、森林セラピーへの取組みや、新商品の

開発等が智頭農林高等学校、林業試験場とタイアップしながら熱心に取り組まれていることを感

じてまいりました。不振な林業にあっても、熱の入れ方よって変わるんだなと、こういったこと

を勉強してまいりました。また、観光協会の案内所に立ち寄ったわけでございますが、これこそ

民間の姿勢ということを感じまして、指定管理の意味を改めて再認識をさせていただいたと、こ

ういったことで二日間の視察を終えてまいりました。これから産業振興に資する、いろんな課題

に応用ができるのではないかなと、こんなふうに思っております。報告書の詳細につきましては、

事務局に、それぞれの委員さんから出していただいておるので、ぜひごらんをいただきたいと、

このように思っております。

以上でございます。

議 長（森本敏軌） 次に、市町村議会広報研修会の報告を願います。

今田委員長。

１ ３ 番（今田博文） それでは、８月２７日、広報クリニック、京都府の市町村議長会主催の広報クリ

ニックがありました。京都府下で１４市町村参加をされまして、私たちもクリニックに出席をさ

せていただきました。今回、クリニックを受けましたのは、第１２号でございまして、３月議会

の議会広報、この表紙の広報でございますけれども、これをクリニックを受けました。講師の先

生は経営コンサルタントの深沢 徹さんという方なんですが、この方は衆議院の議員の秘書をさ

れてまして、３２歳で身延町の議員に立候補され、６期連続当選をされました。身延町は大変、

テレビでにぎやかく言っておりまして、何か報道者がたくさん来たとかいうふうに言っておられ

ました。この方が当選されてから、その身延町の議会広報を出そうということで、みずからトッ

プに立って、ずっと自分が議席を置いている間、その議会広報に携わってこられた方でございま

す。現在は印刷業も経営されておりまして、議会広報全国コンクールの審査員もされております。

今回、大変おほめの言葉をいただきました。開口一番、すばらしい広報であると、これ全国コン

クールに出しても上位がねらえる大変すばらしい広報だというふうに評価をいただきました。大

変喜んで、我々もやりがいがあるなというふうな思いで話を聞かせていただきました。

評価の基準ですけれども、編集の基本姿勢、それから文章、用語、表記、それから編集、印刷

技術、こういった観点から指摘をされるわけでございますけれども、まず、この表紙の写真、町
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営バス「ひまわり号」発車、この写真が、もうすばらしいというふうに開口一番、おほめをいた

だきまして、大変これで気をよくしたわけですけれども、今、申し上げましたように全国コンク

ールに出しても上位をねらえる広報であるということです。具体的には全国から２５０市町村の

応募があると、全国コンクールに。その中でも、やはり２０番目ぐらいには、必ず入るというふ

うなお言葉をいただきまして、大変うれしく思っています。そうは言いましても、１００点満点

というわけにはいきません。何点か指摘をいただきました。まず、円グラフですけれども、この

いろんな歳出歳入の円グラフで指摘をいただきましたのは町債、公債費というふう書いておりま

すけれども、これはだれが見てもわかるように借入金、借金返済に直してくださいということで

ございました。

それから、私たちの議会広報は一般会計の予算の質疑を、たくさんこうして何ページかにわた

って載せておるわけですけれども、このやり方というのは全国でもほとんどないのではないかな

というふうに言われておりまして、ここに感想が書いてあります。６ページにわたる質疑答弁は

圧巻、議員名、答弁者、職名を明記し、見出しを生かした一般質問並みのボリュームと中身は、

全国でも稀有の存在ですというふうに、大変このことについてもおほめをいただいたわけでござ

います。

それから、もう一つ指摘をいただきましたのは、議決結果、賛否というのが、この中に載って

いないわけですけれども、ぜひ賛否というのは書いてくださいと、できれば賛成、何人、反対、

何人、これはぜひ書いていただきたいなというふうなことでご指摘をいただきました。それから、

この見出しをつけておるわけですけれども、２ページ、３ページには景気対策、学校耐震化に重

点と、こういうふうにつけておりますけれども、これは一段枠をとって、もっと大きくした方が

インパクトがあるというふうなことで、この辺についてもご指摘をいただきました。

れから、もう１点は、この中の文字ですけれども、この方は、先ほど申し上げましたように印

刷業者さんでございますので、よくそういったこともご存じなんですが、この字体がナール体と

いう字体らしいです。ナール体の中には、そのナール体と、ナールＮと、ナールＢと言われたん

ですけれども、三つあるということです。今、我々が使っておりますのはナール体という文字だ

そうです。これは少し線が細くて、力強さに欠けるということで、ナールＮに変更されたらどう

ですかというふうなことをご指摘をいただきました。

印刷屋さんにお願いして、一度検証といいますか、ナールＮで印刷をしていただいて、皆さん

と検討したいというふうに思っております。

それから、これは大変勉強になったなというふうに思っておるんですが、報道の自由というこ

とで、子供さんなり何なりを写真を撮って、勝手に広報に載せてもいいのかということなんです

が、そのことについては、例えば夏まつりをするとか、あるいは大きなイベントをするとか、そ

ういうことについては肖像権はありませんということです。アップで撮って、それを広報に載せ

ていただいても、了解をとらなくても、それは肖像権はないので大丈夫ですということです。し

かし、もう少し小さな集まり、例えば授業参観ということを例に挙げておられましたけれども、

授業参観に行って、子供さんの写真を撮ったということについては、学校の了解なり、親御さん

にも一言、載せますよと言っていただいた方が、すっきりいくんではないかなというふうに言わ

れておりました。それから、保育園の生徒さん、学校の生徒さんも、そうかわからないけれども、
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名札をつけておられるというふうに思うんですが、その名札は必ず消してくださいということで

したので、これは大変勉強になったなというふうに思っております。

先ほど申し上げましたように大変おほめの言葉をいただきましたので、これから議会が１０月

の中旬まであるわけですけれども、それからまた、議会広報に一生懸命頑張りたいなというふう

に思っております。議会広報、ここがポイントと、こういう資料をいただきましたので、また、

事務局に置いてきますので、ぜひ皆さんもごらんをいただきたいというふうに思っています。

以上です。

議 長（森本敏軌） 続きまして、与謝野町宮津市中学校組合臨時議会の報告を願います。

野村委員長。

１ 番（野村生八） ８月２６日に行われました第２回与謝野町宮津市中学校組合議会臨時会の報告を

いたします。

最初に訂正をお願いします。第４号が教育委員会委員の選任になっていますが、公平委員会委

員の選任の間違いですので、お願いします。人事案件が３件出されまして、公平委員として尾崎

紀男氏、四宮裕美子氏を選びました。それから、教育委員会委員については、速石直美氏を選び

ました。それから、専決処分として職員の勤務時間、あるいは育児休業、あるいは期末手当の減

額などの４件出されまして、いずれも、いわゆる与謝野町に準じてするということになっていま

すので、専決で、それ合わせて専決処分をしたということでの承認を求められました。

それから、京都府の市町村職員退職手当組合の変更がありました。それから、教育委員会委員

の報酬及び費用弁償条例の改正ですが、今までは教育委員長もすべて委員と同じ８，０００円だ

ったんですが、勤務の状況や他町の状況等を勘案して教育委員長については３，０００円アップ

として格差をつくるという形で提案がされました。それから、教育委員長の給与及び勤務時間等

に関する条例の改正が提案されまして、３５年以降は、条例では教育長の給料・手当を支給する

とありますが、支給されてこなかったということで、現状と違う形、条例が違う形がずっと続い

てきたということで、現状に合わせて条例改正をするということで提案がされました。

４号から１１号は全員賛成で、１２号から１３号は賛成多数でしたが、すべて可決されたこと

を報告いたします。

議 長（森本敏軌） 最後に宮津与謝消防組合臨時議会の報告を願います。

廣野議員。

４ 番（廣野安樹） 第３回宮津与謝消防組合臨時議会の報告をさせていただきたいと思います。８月

２６日、午後１時３０分から宮津市の議事堂で行われました。２名の欠席議員がありましたが、

高規格救急自動車の財産取得の件が上程されました。金額といたしましては２，８２９万

７，５００円でございます。２名の方の質疑があったわけでございますが、内容といたしまして

は指名業者３名、どこかということと。ほかに日産自動車の、見本に日産自動車の名前が入って

いるが、これはつけるのかどうかというようなことがありました。その点につきましての質疑が

あったわけでございますが、全員賛成で可決をされました。

以上が、消防組合の報告とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 以上で諸般の報告を終わります。

次に、日程第４ 京都地方税機構議会議員の選挙を行います。
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お手元に配付しておりますように、議長あてに京都地方税機構議会議員に本町議会から１人選

任するよう依頼が参っております。お諮りします。選挙の方法にいては、地方自治法第１１８条

第２項の規定により指名推選によりいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

よって、議長において指名することに決定しました。

お諮りします。京都地方税機構議会議員に不肖私、森本敏軌を当選人に定めることにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

よって、指名のとおり、私森本敏軌が京都地方税機構議会議員の当選人と決定し、本席から会

議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。

１ ８ 番（森本敏軌） 一言ごあいさつ申し上げます。ただいま私、京都地方税機構議会議員に当選をい

たしました。微力ながら納税者の利便性の向上と公平、公正な税業務の一層の推進が図られます

よう精いっぱい努めてまいりたいと思いますので、議員の皆様方のご指導、ご支援を心からお願

いを申し上げまして、あいさつといたします。

議 長（森本敏軌） 次に、日程第５ 請願第２号 肝炎対策基本法の制定に関する請願書を議題とし

ます。

紹介議員の説明を求めます。

廣野議員。

４ 番（廣野安樹） 肝炎対策基本法の制定に関する請願書でございますが、請願者は与謝野町の男山

１０２番地の３７、竹島香代子さんでございます。私が紹介議員として、それでは提案をさせて

いただきたいというように思います。請願の趣旨につきましては、我が国のＢ型、Ｃ型ウイルス

感染者は３５０万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対策が求められています。

多くの患者は針・筒連続使用の集団予防接種の輸血、血液製剤の投与などの医療行為によって肝

炎ウイルスに感染しました。その中には医療・薬務・血液行政の誤り（国の責任に帰すべき理

由）により感染した患者も含まれ、まさに「医原病」といえます。肝硬変、肝ガンの死亡数は年

間４万人を超え、その９割以上がＢ型、Ｃ型肝炎ウイルスに起因しています。また、既に肝炎を

発症している患者は長期の療養に苦しみ、生活基礎を失うなど、経済的にも多くの困難に直面し

ています。

平成２０年度から国の「新しい肝炎総合対策」７年計画がスタートをしましたが、法律の裏づ

けがない予算措置のため、実施主体である都道府県によって、施策に格差が生じています。ウイ

ルス肝炎対策を全国的規模で適切な施策を推進するためには、肝炎対策にかかわる「基本理念」
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や国、地方公共団体などの責務を定めた「基本法・根拠法」の制定が必要です。

よって、私たちは別紙事項を請願するものでございます。別紙につきましては、裏側を見てい

ただきまして、請願事項でございますが、

１番、薬害肝炎問題の全面解決へ向けて、なお一層の対策を実施されること。

２点目、潜在患者の早期発見・治療に向けた体制の整備・充実を図ること。

３点目、患者の医療費負担軽減と治療中の生活支援。

よって、国におかれましては、すべてのウイルス性肝炎患者の救済対策を全国的規模で等しく

推進できるよう肝炎対策のための基本法を早期に成立されることを強く要請いたしますというこ

とでございます。

よろしくご審議を賜りたいというように思っております。以上でございます。

議 長（森本敏軌） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

紹介議員、席へお帰りください。

お諮りします。

本請願は文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

よって、本請願は文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。

日程第６ 議案第１１１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２１年度与謝野町一

般会計補正予算（第４号））を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１１号 平成２１年度与謝野町一般会計補正予算（第４号）について、

ご説明申し上げます。

この補正は８月２０日付で専決処分を行い。９，０００万円を追加し、総額を１０６億

２，２６４万７，０００円といたしたものでございます。内容は８月１０日未明から明け方にか

けての集中豪雨により発生しました災害復旧に伴います応急修繕や測量調査費などの緊急的に必

要な予算を追加させていただいたものでございます。

それでは、まず、歳出についてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。第

９款消防費、第５目災害対策費は総額で８，５０５万円追加いたしております。職員人件費は

８月９日から１０日にかけての災害警戒本部、対策本部の設置に伴います時間外勤務手当等を

８７万５，０００円追加いたしております。豪雨対策事業は８，４１７万５，０００円追加いた

しております。先ほども若干説明いたしましたが、道路や河川等の土木施設を初め、農林業施設、

教育施設等の応急復旧工事や応急修繕、今後の災害査定に向けての測量設計委託料、土砂等の浚

渫等委託料、土のうを作製していただくための土代などを追加いたしたものでございます。した

がいまして、抜本的な災害復旧工事費は、今後の国の査定状況を踏まえて改めて予算計上させて

いただくこととなります。
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第１２款予備費は４９５万円追加し調整いたしております。

以上が歳出でございます。

次に、歳入について、ご説明申し上げます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。

第９款地方交付税で普通交付税を９，０００万円追加いたしております。

以上が、平成２１年度与謝野町一般会計補正予算（第４号）の概要でございます。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案については、本日は提案説明のみにとどめます。

次に、日程第７ 議案第１１２号 与謝野町国民健康保険条例の一部改正についてを議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１２号 与謝野町国民健康保険条例の一部改正について、提案理由の説

明をいたします。この条例改正は健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成２１年５月

２２日に公布されたことに伴い、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。

これは出産に要する費用の実態を踏まえ、少子化対策の充実を図るための当面の施策として出

産育児一時金の額であります現行の３５万円を平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の

出産について３９万円に暫定的に引き上げるものでございます。詳細については担当課長から説

明させていただきますので、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

議 長（森本敏軌） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 議案第１１２号 与謝野町国民健康保険条例の一部改正につきまして、議案資料

でご説明申し上げたいと思います。

資料１ページの条例新旧対照をごらんいただきたいと思います。今回の条例改正につきまして

は、出産育児一時金の改正であります。現在、出産育児一時金の金額につきましては３５万円と

なっております。このような状況の中で平成２０年１２月に条例改正を行いまして、産科医療補

償制度加入医療機関で出産されました被保険者につきましては、平成２１年１月１日から３５万

円プラス保険料に当たります３万円の合計３８万円を支給させていただいております。これにつ

きましては、条例第５条の関係でございます。今回の条例改正は先般、厚生労働省の研究班にお

きまして、全国の医療機関を対象に出産に要する費用の実態調査を実施し、その結果に基づき少

子化対策の充実を図るための当面の施策といたしまして、平成２１年１０月１日から平成２３年

３月末までの間の出産について、出産育児一一時金３５万円を３９万円に暫定的に４万円引き上

げるための健康保険法施行等の一部を改正する政令が平成２１年５月２２日に公布されました。

それに伴いまして関係する条例につきまして、附則第５項におきまして、所要の改正を行うもの

でございます。

なお、今回の条例改正で産科医療補償制度に加入しておられる医療機関で出産された被保険者

の方につきましては、３９万円プラス３万円で４２万円の支給となります。また、産科医療補償

制度に加入されていない医療機関で出産された被保険者の方につきましては、３９万円の支給と
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なります。

資料の２ページに参考資料といたしまして、一時金改正の流れをお示ししておりますので、ご

らんいただきたいと思います。なお、このページの左下の箱の中で条例附則「第項５」関係とな

っております。「第５項」関係の誤りでございます。申しわけございません。訂正をお願いいた

します。

さらに今回の改正で直接支払制度が導入されました。これまでは被保険者の申請による償還払

いで出産育児一時金額を支給させていただいておりましたが、今回から支払機関を通じて通常の

保険診療と同じルートで支払われることになり被保険者の方は手持ち現金を用意しなくても安心

して出産ができるということとなります。

資料３ページに直接支払制度のフロー図をつけておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。

以上、簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。十分ご審議いただきまして、

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第８ 議案第１１３号 与謝野町有線テレビ放送等施設条例の一部改正ついてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１３号 与謝野町有線テレビ放送等施設条例の一部改正について、提案

理由の説明を申し上げます。

今回の一部を改正する条例の主な内容は３点でございます。１点目は与謝野町有線テレビの業

務区域の改正でございます。これまで与謝野町有線テレビの業務区域は加悦地域に限られており

ましたが、現在、実施しております有線テレビ拡張事業により業務区域を与謝野町の全域に広げ

ることとしております。

２点目は、新しい機器の名称の追加と加入者の定義の改正でございます。拡張地域におきまし

ては、これまで各加入者宅の軒下に設置しておりました保安器に相当するものとして、新たにＯ

ＮＵという機器を設置するため、この機器の名称を追加するもので、あわせて加入者の定義につ

きまして改正をさせていただくものでございます。

３点目は、利用料体系の改正でございます。まず、有線テレビのみの加入につきましてはＡプ

ランとして、これまでと同額の月額１，０００円といたしました。また、Ｂプランとして有線テ

レビとインターネット接続サービスとの同時利用につきましては、通信速度に応じて安価プラン、

基本プラン、満足プランの３種類に分け、有線テレビ料金の１，０００円に、それぞれ月額

２，０００円、３，０００円、４，０００円を加算して月額３，０００円、４，０００円、

５，０００円としております。さらにＣプランとして有線テレビに加入せず、インターネット接

続サービスのみの利用につきましては、Ｂプランの料金から、それぞれ５００円を減額した料金

としており、最後のＤプランにつきましては音声告知放送のみのご家庭の利用料ということで、

防災目的でありますので、無料とさせていただくこととしております。

なお、加悦地域のインターネット接続サービスにつきましては、現在のところ安価プランのサ
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ービスに相当しますので、従来どおり有線テレビ料金と合わせて月額３，０００円の利用料とし

ております。また、休止期間中の利用料につきまして、これまでの月額１００円の徴収をやめ水

道施設と同様に接続再開時の処理手数料として１，０００円を徴収することとし、合わせて変更

等にかかる手数料についても今回、設定いたしました。また、今回の拡張事業の実施にあわせ条

例全体の語句の精査を行っております。

以上、詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくご審議いただきご承認賜

りますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 和田加悦地域振興課長。

加悦地域振興課長（和田 茂） それでは、議案第１１３号の詳細説明を申し上げます。概要につきまし

ては、先ほど町長が説明をさせていただきましたとおりでございます。現在、工事を進めており

ます有線テレビ拡張工事の進捗に伴いまして有線テレビ放送等施設条例の見直しの必要が生じて

まいりましたので、本条例の一部改正を今回、お願いするものでございます。説明につきまして

は、お手元に配付の議案資料に基づきまして、説明をさせていただきたいと思います。

議案資料の４ページをお開きいただきたいと思います。まず、有線テレビ業務区域についてで

ございます。第５条で有線テレビの業務区域を定義をさせていただいております。この業務区域、

つまり放送区域につきましては、現在は合併前の加悦町の区域というふうになっておりますけれ

ども、現在、進めております施設の拡張に合わせまして業務区域を岩滝、野田川地域を含めた与

謝野町全域として近畿総合通信局に、これまでに申請を行ってまいりましたが、このほど、この

業務区域につきまして、承認をいただきましたので、業務区域を与謝野町全域として変更がさせ

ていただきたいということでございます。

次に、第８条関係でございます。加入者について定義をいたしております８条でございます。

現行の加入者の定義につきましては、軒先の保安器からお家の中の音声告知放送受信機、いわゆ

る緊急放送やお知らせを聞くための音声告知端末機器、それから、受像器でありますテレビまで

の宅内配線工事を完了したものを加入者と定義といたしておりましたけれども、岩滝、野田川の

拡張地域につきましては、現在の軒先の保安器にかわりましてＯＮＵと呼ばれる機器を設置する

ことになりますので、拡張地域におきましては、加入者宅の軒先のＯＮＵから音声告知機、また

は受像機、いわゆるテレビまで、それから、端末機器、パソコンですね、パソコンまでの宅内配

線工事が完了したものとするものでございます。これにつきましては、現行の加悦地域ではイン

ターネット利用希望者についてもシステム上、必ず有線テレビに加入が必須となるわけでござい

ますけれども、拡張地域ではインターネットだけの加入も可能となりますので、加入者につきま

してこういったテレビまでの宅内配線工事が終わった人、それから、パソコンまでの宅内配線工

事が終わった人というふうな表現に変える必要があるということでございます。

それから、加えまして、これまで音声告知放送受信機を機器というふうに表現しておりました

が、拡張地域ではＦＭ告知端末機という機械を導入しますので、これらを加悦地域と拡張地域の、

この音声告知の放送機器を総称として音声告知機というふうに表現を改正をしたいというもので

ございます。

それから、その次の施設の設置について定義をしております１０条でございます。まず、第

１項でございますけれども、これは本部施設であるスタジオ、それから、受信電施設であるアン
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テナ、それから、送信施設である加入者宅の軒先の保安器までは町が設置して、軒先の保安器か

ら音声告知機及びテレビまでの宅内配線工事については加入者で負担いただくことと、これまで

はなっておりましたが、それに加えまして軒先の保安器、またＯＮＵ、拡張地域ではＯＮＵにな

ります。保安器等から音声告知機までの宅内配線工事については、安心・安全のための防災対策

としての位置づけから、町が設置するということになりましたので、その部分について、これま

では軒先の保安器までが町の責任分解点であったものを、拡張地域にあわせまして音声告知機ま

での宅内配線工事も町が実施しますよという部分を変更させていただくというものでございます。

それから、１０条の第２項でございますけれども、先ほど説明させていただきました第１項の

町の実施工事を、さらに明確化させるために、これまで軒先の保安器等からテレビまでの宅内配

線工事に加えてパソコンまでの宅内配線工事も、これについては加入者で負担をいただくという

ことを明記させていただいたというものでございます。

それから、１０条の第３項でございますけれども、これまでインターネット接続サービスを利

用するための加入者負担区分を定義しておりましたけれども、先ほど申し上げました第２項でイ

ンターネット宅内配線工事の加入者負担について定義しておりますので、今回は、ここで宅内配

線工事を削って以降、ケーブルモデムとか、ソフト等は加入者で負担してくださいというふうに

所要の改正を行うものでございます。

それから、次に音声告知放送受信機の配置について定義した４ページから５ページにかけての

１１条関係でございます。第８条の改正にかかる説明でも申し上げましたけれども、拡張地域で

は音声告知手段としてＦＭ告知機を設置いたします。しかしながら、現行の加悦地域では音声告

知放送受信機となっておりますので、これを総称して音声告知機として関係部分の改正を行うも

のでございます。加えまして第１項の音声告知機の配置世帯について、これまでの一世帯という

表現から加入者一人というふうな表現に語句を統一をさせていただくものでございます。

次に、１２条の加入料の徴収について定義した関係でございます。まず最初に加入料につきま

しては、第１項で前項、先ほど説明させていただきましたように一世帯というふうな表現をいた

しておりましたものを、加入者一人という表現に統一をさせていただくものでございます。

それから、次に利用料の徴収について定義した１３条でございます。与謝野町有線テレビの利

用料につきましては、テレビが月額１，０００円、インターネットが月額２，０００円として、

それぞれ条例の１３条２項、３項で明記をいたしておりましたけれども、拡張地域におきまして

はサービスプラン、利用区分がふえるためにテレビとインターネット、そして音声告知を含めた

料金金体系とするための所要の改正が必要になるということでございます。具体的には７ページ

の別表第１のとおり、改正案の７ページの別表１のとおりでございますけれども、加入プランと

してＡからＢまでを設定させていただいております。利用区分も有線テレビ、インターネット接

続、音声告知に区分し、かつインターネット接続では廉価版、基本版、満足版の各プランを用意

し、加入者のニーズに対応することといたしております。

Ａプランでは有線テレビと音声告知で、月額の利用料が１，０００円ということでございます。

また、Ｂプランでは有線テレビとインターネット接続、音声告知で、月額の利用料が廉価プラン

で有線テレビが１，０００円、インターネットが２，０００円の計３，０００円、これは現在の

加悦地域と同様のプランでございます。
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次に、基本プランで有線テレビ１，０００円、インターネット接続３，０００円の計

４，０００円、それから満足プランで有線テレビ１，０００円、インターネット接続

４，０００円の計５，０００円、それから、Ｃプランではインターネット接続と音声告知で月額

の利用料が廉価プランで２，５００円、基本プランで３，５００円の満足プランで４，５００円、

それから、音声告知だけのＤプランでは月額の利用料はゼロ円というふうなことで料金体系を設

定いたしております。

それから、一番右端に書いておりますメールアドレスの追加につきましては、これでどおり

１戸につき月額２００円を追加料金として徴収をさせていただくことにいたしております。この

ことによりまして同条３項は削って第４項、５項をそれぞれ第３項、４項に繰り上げ、そのこと

による４項の冒頭の第２項を前項に、また、第５項では、これまでは休止の場合、月額１００円、

１年間にしますと１，２００円、有線テレビを休止されておる世帯から徴収をさせていただいて

おりましたけれども、今後は、これを無料とさせていただいて、後に説明させていただきます接

続再開手数料に変更をさせていただきたいというふうなことで、所要の改正を行うものでござい

ます。

それから、６ページに戻っていただきまして、１４条の関係でございます。現行の１４条を第

１５条といたしまして、その関係で語句を訂正をさせていただくということで、及び前条第２項、

及び第５項を１３条第２項及び前条に改め、１３条の次に１４条を新たに加えるものでございま

す。この新たに加える１４条につきましては、手数料について定義をさせていただいております。

この手数料につきましては、一たん加入をいただいて、しばらくの間、休止、あるいは脱退され

る場合が、ケースが考えられます。そういった加入者の方が再び、また、有線テレビを利用した

いというふうな申し出があった場合には、再開の接続手数料として１，０００円をちょうだいを

させていただきたいというふうに考えるものでございます。

それから、２番目の加入プランの変更や利用区分の変更につきましては、例えば、ＡからＢに

変更したとか、Ｂの中のインターネットの基本プランを満足プランに変更したいというふうな場

合の内容の変更手数料につきましては、これまでどおり旧加悦地域の場合でもメートアドレス変

更などは５００円の手数料をいただいておりますけれども、同様に５００円をいただきたいとい

うことでございますか。

それから、３番目のインターネット接続等の内容変更手数料というのがございます。これにつ

きましては、加悦地域ではインターネットの内容が一本で変更というふうなことはなかったわけ

ですけれども、拡張地域では、先ほど申し上げましたように満足プランですとか、基本プラン、

それから廉価プランというふうな区分がございますので、その変更についても５００円を徴収を

させていただきたいということで明記をさせていただくというものでございます。

以下につきましては、それぞれ、この１４条を新たに加えましたので、条数が繰り下がるとい

うふうなことで１５条が１６条、１６条が１７条、１７条が１８条というふうに、それぞれ改め

るものでございます。

最後になりますけれども、附則につきましては、この条例は公布の日から施行をさせていただ

きますけれども、岩滝野田川地域の加入者に対する１３条の利用料の規定、それから、１４条の

手数料の規定の適用につきましては、来年の２２年４月１日から適用とさせていただくものでご
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ざいますし、加悦地域におけます、この条例の適用につきましては、なお、従前のままの例によ

るというふうにさせていただいております。

以上が、議案第１１３号の詳細説明でございます。十分ご審議をいただきまして、ご承認いた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

ここで休憩します。１０時５５分再開します。

（休憩 午前１０時３７分）

（再開 午前１０時５５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。

次に、日程第９ 議案第１１４号 与謝野町給水条例の一部改正ついてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１４号 与謝野町給水条例の一部改正について、提案理由をご説明申し

上げます。今回の条例改正の内容は、上水道の料金を改定するものでございます。このことにつ

きましては、昨年１１月２１日付で上下水道審議会からも答申をいただいておりますし、その後

の議会の一般質問や先般、各区で開催しました町政懇談会におきましても住民の皆様からの質問

に答える形で、その都度、ご説明を申し上げてまいりましたので、議員の皆様も、よくご承知い

ただいているというふうに思いますが、今回の条例改正に当たり、改めてご説明申し上げます。

上水道につきましては、平成８年度に作成しました水道事業第４次拡張計画に基づき、平成

８年度から平成１３年度までに大風呂配水池の新設、男山第一水源取水施設の新設、男山浄水場

の改良などを順次実施し、その際に総額１２億円の企業債を借り入れておりますが、これの返済

が結果として経営を圧迫してしまい。平成１３年度以降の上水道会計は、連続して赤字決算とな

っております。また、平成１８年の３町合併では、水道事業第４次拡張計画を先送りする形で赤

字経営の改善をするべく、それまでの基本料金１，２００円からの料金を１，３５０円からの料

金に改定いたしましたが、使用水量の激減と相まって、依然として赤字経営を改善するまでに至

っておりません。与謝野町での現在の適正料金を、自治体の上水道の適正料金を算出するための

指針であります社団法人日本水道協会の算定要領により算出しますと、現行の基本料金

１，３５０円が１，９００円からの料金体系になってしまうわけでございます。一方で合併後の

与謝野町になってからも、上水道エリアと簡易水道エリアで、それぞれの事業運営の違いから料

金格差が生じているのもご承知のとおりでございます。したがいまして、今回、水道事業の経営

の健全化、及び安定化を図り、あわせて地域間の料金格差も解消することとして、ただいま申し

上げました日本水道協会の算定要領で算出した基本料金１，９００円からの料金ではなく、値上

げ幅を抑える形で簡易水道料金と同額の基本料金１，５００円からの料金体系とさせていただき

たく、内容の改正をお願いするものでございます。

なお、条例の施行につきましては、平成２２年４月１日からとしております。具体的な改正内

容につきましては、議案資料の給水条例の新旧対照表、新旧料金比較表、財政シミュレーション

などをおつけしておりますので、あわせてごらんいただきたいというふうに思います。

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議をいただき、ご承認賜りますようお願
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い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第１０ 議案第１１５号 消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１５号 消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。

この条例は消防法の一部を改正する法律が平成２１年５月１日に公布され、平成２１年１０月

３０日に施行されることとなりました。今回の消防法の一部改正の内容としましては、救急搬送

において搬送先の医療機関が速やかに決まらず傷病者を病院に収容するまでの時間がかかり過ぎ

るなどの事例が問題となり、主に消防機関と医療機関の連携を推進するための仕組みを確立する

などの改正が行われ、同法の第３５条の６以降に新たな条文が挿入されたことから、いわゆる条

ずれが行われましたので、関係する条例の整理を一括して行うために必要な条例を制定しようと

するものでございます。したがいまして、今回の消防法の一部改正の内容とは直接関係しない部

分で与謝野町消防団員等公務災害補償条例と与謝野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金

条例の二つの条例の一部改正を行うことが必要となったものでございます。

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第１１５号を採決します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（森本敏軌） 起立全員であります。

よって、議案第１１５号 消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について

は、原案のとおり可決されました。

次に、日程第１１ 議案第１１６号 町道路線の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１６号 町道路線の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。

路線の変更につきましては、町道岩川線改良工事に伴い当該路線を町道岩屋川線へ連絡させる

ため路線を延伸するものでございます。詳細につきましては、担当課長から説明させますので、
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よろしくご審議いただきご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） それでは、議案第１１６号 町道路線の変更につきましての詳細説明をさせてい

ただきます。

議案資料の１７ページをお開きください。まず、最初に説明をさせていただきます前に訂正が

ございますので、よろしくお願いをいたします。１７ページの一番下の部分でございますけれど

も、番号の②出村線と書いてある部分ですけれども、それの一番下の幅員でございます。

１．１から７．３というふうに表示をさせていただいておりますけれども、３．０から７．３の

間違いでございます。よろしくお願いをいたします。

それでは説明をさせていただきます。今回、町道路線の変更をさせていただく部分につきまし

ては、幾地地内ございます二本松線と出村線でございます。議案資料にございますように、平成

２１年度から岩屋川の改修が行われることになりまして、以前から計画をしております岩屋川線

の延伸を図っていきたいと考えております。現在、岩屋川線につきましては、主要地方道の野田

川大宮線から、同じく主要地方道の宮津養父線までの路線改良を野田川町時代から行っておりま

すが、岩屋川の改修と並行する形で、今回、右岸側に道路を設置することにより上土線を通り町

道野田川本線まで接続することによりまして、宮津養父線のバイパス道路としての機能を発揮し

たいと考えております。これに伴いまして、今回、町道路線の変更については、岩屋川の左岸側

で終点となっております、この二路線を岩屋川改修に伴って橋梁をかけることにより岩屋川線に

接続することとなり、幾地の市街地からの利便性を図っていくものでございます。今回、このよ

うに岩屋川の改修に伴い、また、それに岩屋川の改修と岩屋川線の延伸に伴って、この二路線の

終点部分の区域変更を上程させていただいている次第でございます。何とぞご審議の上、ご承認

を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第１２ 議案第１１７号、財産の取得についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１１７号 財産の取得について、ご説明申し上げます。

今回、購入の消防ポンプ自動車は、野田川第５分団の消防ポンプ自動車を更新するものでござ

います。野田川第五分団の現行の消防ポンプ自動車につきましては、平成２年１２月に購入した

ものでございまして、既に１８年を経過しており、平成１９年１２月に策定しました与謝野町消

防施設等整備計画に基づき更新するものでございます。概要につきましては、添付の議案資料に

お示ししておりますが、８月２１日に５業者から見積書を徴取しました結果、契約の相手方は株

式会社モリタ大阪支店、支店長、平田隆吉、取得金額は１，７７４万５，０００円で、うち消費

税相当額は８４万５，０００円でございます。契約期間は本件議決の翌日から平成２２年２月

１２日までとするものでございます。

消防ポンプ自動車の機種選定等の経過につきましては、担当課長から説明させますので、よろ

しくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。
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総務課長（大下 修） ただいま町長から本案の概要説明がありましたので、引き続き消防ポンプ自動車

の機種選定の経緯等につきまして、ご説明申し上げます。

今回、購入を予定しております消防ポンプ自動車につきましては、野田川第五分団を中心に使

用内容を検討していただきました。検討経過といたしましては、５月２０日に昨年度、更新をい

たしました加悦第二分団ポンプ車の車両見学を行い、その後、各メーカーから資料を取り寄せて

検討し、６月２７日には昨年度の納入業者の工場において車両見学を行い、６月３０日には他業

者の車両の説明を聞き、７月２４日に車両や艤装の最終打ち合わせを行いまして、議案資料の

１８ページ、１９ページ掲載の仕様内容に決定をしたものでございます。車両の主な仕様といた

しましては、形式はＣＤ－１型のダブルキャブシャシ、車両はマニュアルの四輪駆動を選定をい

たしておりまして、シャシ製造メーカーは日野自動車製で消防ポンプ自動車のかなめであります

ポンプは、現在も使用をしているモリタ製でございます。

なお、１９ページの２契約事項の②契約の方法を見積書提出による随意契約としておりますけ

れども、町長からも説明がありましたが、８月２１日、午前１１時から本庁舎大会議室におきま

して、見積業者５業者を一同に集めて、いわゆる見積り入札を行い、最低見積業者の契約をする

ものでございます。

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきご承認賜りますよう、よろし

くお願いをいたします。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第１３ 議案第１１８号 三河内簡易水道三河内浄水場新設（電気計装設備）工事

請負契約の締結についてと、日程第１４ 議案第１１９号 三河内簡易水道三河内浄水場新設

（土木）工事請負契約の締結について、以上２件を一括議題といたしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 異議なしと認め、日程第１３ 議案第１１８号と日程第１４ 議案第１１９号の

２議案を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） ただいま一括上程されました議案第１１８号 三河内簡易水道三河内浄水場新設

（電気計装設備）工事及び議案第１１９号 三河内簡易水道三河内浄水場新設（土木）工事請負

契約の締結につきまして、提案理由をご説明申し上げます。

三河内浄水場の新設につきましては、平成１９年度に工事着手して以来、ことしで３年目とな

り来年度完成を目指し、計画どおりに進んできております。

まず、議案第１１８号 三河内簡易水道三河内浄水場新設（電気計装設備）工事請負契約の締

結について、ご説明申し上げます。

この工事は三河内浄水場全体の電気を供給するための受変電設備、別に発注しております取水

施設改良に伴います電気計装設備などの工事でございます。概要につきましては、添付の議案資

料にお示ししておりますが、８月２１日に指名業者４社により指名競争入札を執行しました結果、

契約の相手方は、桐田機工株式会社代表取締役社長、後藤明彦、契約金額は７，６８０万
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５，４００円で、うち消費税相当額は３６５万７，４００円でございます。工期は本件議決日の

翌日から平成２２年３月２４日までとするものでございます。

続きまして、議案第１１９号 三河内簡易水道三河内浄水場新設（土木）工事請負契約の締結

について、ご説明申し上げます。

この工事は、議案第１１８号の電気計装設備や薬品注入設備などを設置する電気室及び薬品室

の築造、急速濾過器の基礎や浄水場の外構工事でございまして、土木工事としては今年度で完成

となるものでございます。概要につきましては、添付の議案資料にお示ししておりますが、８月

２１日に参加業者８社により条件つき一般競争入札を執行いたしました結果、その契約の相手方

はカヤ興産株式会社、代表取締役、山﨑重信、契約金額は４，３５５万６，１００円で、うち消

費税相当額は２０７万４，１００円でございます。工期は本件議決日の翌日から平成２２年３月

２４日までとするものでございます。それぞれの工事の内容につきましては、担当課長に説明を

させますので、よろしくご審議いただきご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） それでは、議案第１１８号、議案第１１９号の工事内容につきまして、まとめて

ご説明を申し上げます。

議案資料の２０ページ、２１ページに工事概要をおつけしておりますが、説明につきましては、

別にお配りしました議案第１１８号、議案第１１９号の資料という形の図面をお渡ししておると

思います。これに基づきまして説明をさせていただきます。

表紙をめくっていただきますと、Ａ３版で平面図、その次に外観図をおつけしております。平

面図をごらんください。

それでは、説明をさせていただきます。表紙をめくっていただきますと、まず、平面図、その

次に外観図をおつけしております。平面図をごらんください。位置的には三河内の大藪住宅付近

の北側に位置しまして、図面の上側が二級河川野田川側になります。それから、図面下が三河内

の町側で、自転車道に隣接しております。ご審議いただきます施工箇所につきましては、色を塗

っております部分で、図面右下に凡例をおつけしておりますが、議案第１１８号の電気計装設備

は青、議案第１１９号の土木工事は赤色でお示しをしております。なお、色を塗っていない部分、

図面の上の方にございます濾過ポンプ井や浄水池、その右側の前処理施設、図面下側の配水池な

どにつきましては、昨年度で完成をしております。

初めに議案第１１８号の電気計装設備につきまして、ご説明を申し上げます。まず、図面右下、

青色旗上げしております電気計装設備でございますが、三河内浄水場は使用電力が大きいので高

圧受電となり、そのための引き込み受電盤、これは６，６００ボルトになります。や安全装置の

高圧ガス、負荷開閉器、それから６，６００ボルトを受電しまして、あと２００ボルトや

１００ボルトに変圧する動力変圧器などを設置するものでございます。

次に、その左側にございますパック注入ポンプ、ＰＡＣと申しますのは、ポリ塩化アルミニウ

ムの略でございます。それから塩素注入ポンプにつきましては前処理施設で処理仕切れなかった

不純物を、この後、急速濾過器で処理するために必要な薬品を注入するための設備でございます。

さらに、その左側は水質計器でございまして、これにより浄水のｐＨ、濁度、残留塩素を測定す

るものでございます。
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次に、図面左上にございます濾過ポンプ、一つだけ丸を塗っておりますが、これにつきまして

は昨年度に既に２基を設置しております。今回、設置しますのは予備ポンプとなるものでござい

ますが、実際の運転につきましては、３基のうち常時２基を運転して、これを交互でローテショ

ンして運転することになります。そのほか、図面にはお示しをしておりませんが、別に発注して

おります老朽化した現在の施設移動、２カ所の構成、いわゆる浚渫及び洗浄、それから掘り直し

に伴います取水ポンプや電気計装設備の更新も行うこととしております。

続きまして、赤色の議案第１１９号の土木工事につきまして、ご説明申し上げます。まず、図

面右下の電気計装設備などを囲っておりますのが電気室及び薬品注入室でございまして、短辺が

６メートル、長手方向が１６メートル、高さが４．７メートルの鉄筋コンクリートづくりの建物

を建築するものでございます。

次に、図面左上、縦に三つの丸い、白丸を囲っております赤い部分でございますが、これが急

速濾過器の基礎でございまして、短辺が４．３メーター、長手方向が１０．８メートル、高さが

１．８メートルのコンクリート基礎でございます。これにつきましては、最終的に、そのほとん

どが地下埋設となりますので、でき上がり時では地上に３０センチ顔を出すだけとなります。

次に、濾過器周辺に赤い細い線が張りめぐらされておると思いますが、これにつきましては場

内配管でございまして、濁タイル鋳鉄管の関係につきましては１００ミリから３００ミリを延長

で１１８メートル埋設するものでございます。また、敷地造成といたしまして、浄水場周りをぐ

るっと囲っております場内側溝を１５０メートル、会所升４カ所を施工いたします。さらに附帯

設備としまして図面左下のげた塗り部分でございますが、浄水場の入り口にアスファルト舗装、

そのほか門扉、それから浄水場ぐるりの、周りにつきましては高さ１．８メートルのフェンスを

延長にしまして１５０メートル、図面下の自転車道沿いには住民の方の要望もございまして、防

音と、さらには景観を配慮いたしまして植栽も施すことといたしております。そのほか色はおつ

けしておりませんが、場内のすべてのアスファルト舗装も施工することとしておりまして、この

工事が終了しますと、土木工事につきましては今年度で完成となるものでございます。

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただき、ご承認を賜りますようお願

い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第１５ 議案第１２０号 奥滝辺地に係る総合整備計画の策定についてから、日程

第１９ 議案第１２４号 堂谷辺地に係る総合整備計画の変更についてまで、以上５件を一括議

題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認め、日程第１５ 議案第１２０号から、日程第１９ 議案第

１２４号の５議案を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２０号 奥滝辺地に係る総合整備計画の策定についてから、議案第

１２４号 堂谷辺地に係る総合整備計画の変更についてまで一括して提案理由のご説明を申し上

げます。
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本計画は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律第３条第

１項の定めより、議会の議決を経て計画を策定する必要があるものでございます。この法律に定

める計画は、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ計画的な整備を促進するために必要な財

政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差

の是正を図ることを目的としています。この計画に基づいて事業を実施するものについては、財

政上の優遇措置である辺地対策事業債の対象事業として認められるものでございます。

それでは、各辺地地域につきまして、ご説明申し上げます。まず、議案第１２０号の奥滝辺地

でございます。今回の当該地域の辺地計画の策定につきましては、平成２０年度の計画期間が終

了しましたので、新たに平成２１年度から平成２５年度までの５カ年間の計画を策定するもので

ございます。その内容につきましては、平成２１年度に林道大田和線改良事業として滝のツバキ

公園までのアクセス道であります林道大田和線の整備を行うものでございまして、事業費は

３，５００万円を計画しております。

次に、議案第１２１号の山河辺地の計画策定につきましては、新たに平成２１年度から平成

２５年度までの５カ年間の計画を策定するものでございまして、平成２１年度に山河農道整備事

業として当該地域の農道整備を行うものでございます。事業費は１，１８０万４，０００円を計

画しております。

次に、議案第１２２号の香河辺地でございます。香河辺地に係る総合整備計画につきましては、

平成１９年度に策定しており、事業については町道明石香河線改良事業、日晩寺農道整備事業、

簡易水道統合整備事業、冷凍米飯加工施設整備事業を上げておりますが、今年度新たに冷凍米飯

加工施設整備事業に焼成機械設備の整備を追加するものでございます。冷凍米飯加工施設では、

地元産米の使用を特徴としておりますが、食材の国産化が商品の付加価値をさらに高めるものと

位置づけコスト増となる外部調達を避け、焼成機械を整備することで焼き鯖等の食材を自社で加

工することにより、生産運営の効率化を図るものでございまして、事業費は２５０万円を計画し

ております。

次に、議案第１２３号の岩屋西部辺地でございます。岩屋西部辺地に係る辺地総合計画は平成

１８年度に策定しており、事業については町道岩屋川線改良事業、情報通信基盤整備事業を上げ

ておりますが、今年度、新たに岩屋簡易水道整備事業を追加するものでございます。岩屋水道に

つきましては、主要配管が府道宮津養父線に沿って枝状に分岐しておりますが、この主要配管が

破損しますと、水圧の低下等の問題が生じることになりますので、町道岩屋川線の整備に伴いま

して同路線に新たに配水管を敷設するもので、事業費は５００万円を計画しております。

最後に、議案第１２４号の堂谷辺地でございますが、堂谷辺地に係る辺地総合計画は、昨年度、

平成２０年度に作成しており、事業については現在、進めております情報通信基盤整備事業に加

え簡易水道整備事業を追加するものでございます。その理由といたしまして、当該地域の既設の

水道管が小口径であり、敷設場所も民地等であることから、水道本管を公道下に敷設するもので

ございます。事業費につきましては２，０００万円を計画しております。

以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い

申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。
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次に、日程第２０ 議案第１２５号 平成２１年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）を議

題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２５号 平成２１年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）について、

ご説明申し上げます。

今回の補正は１０億６６０万７，０００円を追加し、総額を１１６億２，９２５万

４，０００円といたすものでございます。

まず、歳出から主なものについてご説明申し上げます。２１、２２ページをお開き願います。

第２款総務費、第１項総務管理費、第６目企画費は住民自治活動支援事業で、第１９節負補交を

１，０３９万９，０００円追加いたしております。各地区から大変多くの自治振興補助金の申請

がありましたので、それに伴いまして補助金を追加するものでございます。携帯電話基地局施設

整備事業は１，８００万円を新規事業として追加いたしております。携帯電話の不感地域であり

ます加悦の山河地区に新たに基地局を整備し、情報格差の是正に努めるもので、工事費、設計監

理委託料及び送受信設備機器の購入費を追加するものでございます。本事業は国の間接補助事業

として府の情報格差是正事業補助金の対象であるとともに、その裏に地域活性化公共投資臨時公

金が公布されることとなっております。

なお、財源につきましては、相当ミスがございましたので、正誤表を配付せていただいており

ますので、ご訂正いただきますようお願い申し上げます。大変申しわけありませんでした。

次に、１３目有線テレビ整備費は有線テレビ拡張事業を６億４，０７０万３，０００円追加い

たしております。現在、平成２０年度予算を繰越明許し、野田川岩滝地域の拡張事業を鋭意進め

ているところですが、野田川岩滝地域での整備が幹線から各家庭までの引き込み線も光ケーブル

となることに対し、加悦地域は引き込み線が同軸ケーブルであるため、逆に格差が生じることと

なることから、近い将来、光ケーブルに改修することとしておりました。今回、国の地域情報通

信基盤整備推進交付金に申請しておりましたところ、交付の内示があり、なおかつ交付金の裏に

先ほどの携帯電話同様、地域活性化公共投資臨時交付金の財源手当が可能となったことから、予

定を前倒しして実施したく追加いたすものでございます。

６月補正予算に計上しました経済対策臨時交付金同様、補助裏については補正予算債の対象に

なりますので、それらの財源につきましても歳入に追加いたしております。

次に、第２項徴税費、第２目賦課徴収費は賦課徴収費一般経費を８３９万８，０００円追加い

たしております。先日、ようやく発足いたしました京都地方税機構ですが、広域連合長に山田知

事を選出し、いよいよスタートいたしました。実際には来年１月からの徴収義務の開始となりま

すが、業務開始前分も含めて同機構への負担金を６０５万５，０００円追加するとともに、次の

ページのエルタックス、これは電子申請のことですが、この共同サーバを構築する必要があり、

その負担金を２３１万７，０００円追加いたしております。なお、このサーバ構築には京都府市

町村振興協会から自治宝くじ市町村等交付金が半額交付されることになっており、歳入の諸収入

で追加をいたしております。

次に、第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計繰
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出金を８５８万９，０００円追加いたしております。これは事業勘定の財政安定化支援分が交付

税算定により確定したことに伴い追加をいたしております。第２目障害福祉費は障害者社会参加

事業を２６５万円追加いたしております。第１８節備品購入費で、その他備品を追加いたしてお

りますが、後ほど歳入でもご説明いたしますが、自治宝くじ助成金の共生のまちづくり助成事業

の採択を受け、障害者のスポーツ車いす等を購入いたすものでございます。

次に、２５、２６ページの第３目高齢者福祉費では、高齢者福祉施設整備事業で第１９節負補

交補助金を１，０００万円追加いたしております。これは明石地区の民間企業が事業化されます

認知症対応型デイサービスセンターの整備に対し、全額国の地域介護、福祉空間整備等交付金の

対象となることから、公的介護施設等整備事業補助金として補助いたすものでございます。高齢

者福祉費一般経費は総額で１，８２８万４，０００円追加いたしております。第１９節負補交で

社会福祉協議会補助金を５３万６，０００円追加いたしております。これは昨年度実施いたしま

した生活実態調査を踏まえ経済対策の一助になればと、ヘルパー養成講座を実施いたすものでご

ざいます。第２節繰出金、老人保健特別会計繰出金は、昨年度の国府支払基金交付金が過大交付

となっていたため、一般会計負担分を１，７７４万８，０００円繰り出しし返還金に充てるもの

でございます。第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費では、次のページにかけて子育て応援

特別手当事業を２，４２５万円追加いたしております。２０年度から２１年度へ繰り越して実施

いたしました事業の２１年度事業分として実施するもので、厳しい経済情勢において他市世帯の

幼児教育機能、子育ての負担に対し配慮する観点から、３歳から５歳の子であって、前回は第

２子以降であったものを、今回は第１子から対象として一人当たり３万６，０００円を支給する

ことにより、子育てを行う過程における生活安心の確保を期するものとされております。交付金

の対象者は６２５人を見込んでおり、給付総額は２，２５０万円としているところでございます。

その他、給付にかかります事務費を計上いたしております。

次に、２７、２８ページの第４款衛生費、第２項清掃費、第２目塵芥処理費では一般廃棄物処

理委託事業で第１９節負補交、丹後地区ごみ広域処理研究会負担金を２２５万円追加いたしてお

ります。先日、２市２町の首長会で確認し、宮津市を事務局とし、１０月に研究会を発足させ、

今後の広域ごみ処理について調査研究を進めるもので、その研究会への負担金を追加いたすもの

でございます。

次に、２９、３０ページの第５款労働費、第１項労働諸費、第２目雇用対策費は緊急雇用対策

事業として、第１９節負補交に緊急雇用安定化補助金を３，０００万円追加いたしております。

現下の厳しい雇用情勢の緊急対策として国、ハローワークが支援しております雇用調整助成金、

これは国が５分の４を支援するものでございますが、それに町の単独支援分として５分の１、上

限を２００万円として今年度に限り支援をさせていただこうというものでございます。第４目経

済危機対策費では五つの事業を追加いたしております。基本的には経済対策臨時交付金の対象事

業と位置づけております。まず、住宅改修助成事業は住宅改修助成金を２，０００万円追加いた

しております。６月補正予算に２，０００万円を計上し、現在、申請を受け付けておりますが、

大変多くの申請がございまして、倍増の見込みとなることから追加いたすものでございます。

浄水場関連作業道等整備事業は、各浄水場から取水地点へ向かう作業道等が未舗装であること

から洗掘が激しく、通行に支障を来しているため、新たに舗装工事を実施することとし、第
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１５節工事請負費を１，３００万円追加いたしております。

次のページにかけての商工業者の金融支援事業、産業振興事業は事業所実態調査の結果を踏ま

え、また、商工会との調整の中から新たな緊急不況対策の一助として単年度事業として追加する

もので、商工業者緊急支援事業では、京都府の融資制度並びに日本政策金融公庫事業資金を利用

いただいている企業を対象に、借入利率の１％を利子補給することとし、経営安定緊急対策利子

補給金を１，０８０万円追加いたしております。産業振興事業は商工業販売促進支援補助金及び

アンテナショップ支援補助金を創設することとし、商工業振興事業費補助金を３４０万円追加い

たしております。

次に、第６款林業水産業費、第１項農業費、第３目農業振興費は新規事業として命の里事業を

４，７６１万５，０００円追加いたしております。本事業は府の単独補助事業として山田知事の

肝いりの事業で、農山村地域が果たしてきた自然環境への役割、災害防止への貢献に目を向け、

過疎化、高齢化で、さまざまな課題を抱え、存続の危機から集中的、総合的に農山村地域を命の

里事業として再生するものであります。中身といたしましては、里力再生事業としてのソフト事

業、農業生産基盤、営農基盤整備としてのハード事業がございます。第１５節工事請負費で、野

業生産基盤等整備工事費を３，６５０万円、第９節負補交に命の里事業補助金を７８１万

５，０００円追加いたすとともに、事業にかかわります事務費を追加いたしております。なお、

財源は府補助金、並びに地元負担金を補助のルールに基づき計上いたしております。

３３、３４ページの第２項林業費、第２目林業振興費は有害鳥獣対策事業を２００万円追加い

たしております。町、府、猟友会等で組織しております与謝野町野生鳥獣被害対策運営協議会が

ございますが、本協議会には事業の運転資金がなく、事業実績により補助金等で組織運営がなさ

れております。したがいまして、今年度から運転資金として資金貸し付けを行い、決算年度末に

全額償還いただくこととし、第２１節貸付金で野生鳥獣被害対策資金貸付金を追加いたすもので

ございます。なお、同額を歳入の貸付金元利収入で計上いたしております。

次に、３５、３６ページの第８款土木費、第２項道路橋梁費、第３目道路新設改良費は

３，６９５万円追加いたしております。明石香河線、岩屋川線等の道路改良事業費の精査に伴い

追加、あるいは減額するものでございます。なお、本事業の精査に伴い歳入の道路改良事業費補

助金についても追加いたしております。

次のページの第５項都市計画費、第１目都市計画総務費は街路整備事業を７，３８２万

３，０００円追加いたしております。平和通り街路整備事業で用地買収や家屋移転の交渉が成立

したことにより、それぞれ追加するとともに、それらに伴います工事請負費等を追加いたすもの

でございます。

次に、３９、４０ページの第１０款教育費、第１項教育総務費、第３目教育振興費では学校Ｉ

ＣＴ環境整備事業を２１２万６，０００円追加いたしております。与謝野町宮津市中学校組合負

担金を追加するとともに江陽中学校が国から電子黒板を活用した教育に関する調査研究事業の指

定校となりましたので、それらにかかります経費を追加いたすものでございます。

次に、４３、４４ページの第５項社会教育費、第１目社会教育総務費では芸術文化事業を

３１万８，０００円追加いたしております。平成２３年度に実施いたします第２６回国民文化祭

に向け、与謝野町実行委員会を組織し、今後は実行委員会で準備を進めることとし、第１９節負
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補交で実行委員会補助金を４６万円追加するとともに、現計予算を減額し相殺いたしております。

４７、４８ページの第１２款予備費は８２７万８，０００円減額し、調整いたしております。

以上が、歳出でございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。

１５、１６ページをお開き願います。第１款町税は第１項町民税から第３項軽自動車税まで、

それぞれの調定見込みにより追加、あるいは減額いたしております。なお、中でも第１項町民税

の個人所得割につきましては、総所得の大幅な減額に伴い４，３３３万４，０００円と大幅な減

額となっております。

第８款地方特例交付金は、交付決定により、それぞれ追加し、総額で８６６万円追加いたして

おります。

第９款地方交付税は普通交付税を９，０００万円追加いたしております。

第１１款分担金及び負担金、第１項負担金、第１目農林水産業費負担金は、先ほどの歳出で申

し上げました命の里事業への地元負担金を７８６万円追加いたしております。

第１３款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１節総務費国庫補助金は合併市町村補助金を交付

決定により５００万円追加いたしております。地域情報通信基盤整備推進交付金は、先ほどの歳

出でご説明いたしました加悦地域での有線テレビ拡張事業に伴い１億９，７００万円追加いたし

ております。なお、補助率は対象事業費の３分の１でございます。次の地域活性化・公共投資臨

時交付金は３億５，７８４万円を追加いたしておりますが、中身は、今、申し上げました有線テ

レビ拡張事業の地域情報通信基盤整備推進交付金の裏に３億５，４６０万円、携帯電話基地局施

設整備事業の府補助金、これは国庫財源を伴うものでございますが、この補助裏に３２４万円と

し、それぞれ９０％の交付を見込んでおります。第２目民生費国庫補助金、第２節高齢者福祉費

補助金は、先ほどの歳出でご説明いたしましたとおり地域介護、福祉空間整備等交付金を歳出と

同額の１，０００万円追加いたしております。第３節児童福祉費補助金も、先ほどの歳出でご説

明いたしましたとおり、子育て応援特別手当交付金を２，２５０万円、次のページの同事務取扱

交付金を１７０万円追加いたしております。第３目衛生費国庫補助金は女性特有のがん検診推進

事業補助金が交付されることとなり、３０９万７，０００円追加いたしております。当初予算に

は、予算に計上しております子宮頸がん検診、乳がん検診の委託料等に充当することといたして

おります。第７目土木費国庫補助金は、道路改良事業費補助金を事業費の精査並びに補助金のか

さ上げに伴い２，６１０万円追加いたしております。住宅・建築物安全ストック形成事業費補助

金は、学校の耐震化事業への補助並びに、上にあります木造住宅耐震診断補助金の補助金名が、

同補助金へ変更されましたので相殺し、３４９万２，０００円追加いたしております。第３項委

託金、第４目教育費委託金は、先ほどの歳出で申し上げました電子黒板活用事業の指定に伴い教

育調査研究事業委託金を３０万円追加いたしております。

第１４款府支出金、第２項府補助金、第１節総務費府補助金では、住民自治支援事業費補助金

として京都府未来づくり交付金を７９５万９，０００円追加するとともに、先ほどの国庫補助金

で申し上げました携帯電話基地局施設整備事業に伴い、情報格差是正事業費補助金を

１，１４０万円追加しております。第４目労働費府補助金では、緊急雇用対策事業補助金追加内

示により４００万８，０００円追加いたしております。５目農林水産業費府補助金は命の里事業
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補助金を３，３５９万８，０００円追加いたしております。

次に、１５款財産収入は、土地売払収入を３５１万円追加いたしております。これは丹後地区

広域市町村圏事務組合が医師住宅として保有しておりました土地の一部について、このたび民間

の方へ売却ができましたので、当町分として受け入れるものでございます。

第１８款繰越金は、前年度繰越金７，２６０万８，０００円追加いたしております。

第１９款諸収入、第３項貸付金元利収入、第６目農林水産業費貸付金元利収入は、先ほど歳出

でご説明いたしましたとおり野生鳥獣被害対策資金貸付金償還金を歳出と同額の２００万円追加

いたしたおります。

次のページの第４項雑入は税の共同化に伴うエルタックスの導入経費に対し市町村振興協会か

ら自治宝くじ市町村等交付金が交付されるもので、１１５万９，０００円追加するとともに、歳

出で申し上げました障害者社会参加事業としてスポーツ車いすの購入に対し、共生のまちづくり

助成事業として自治宝くじ助成金地域振興事業を２６０万円追加いたしております。

次に、第２０款町債、第１目総務費は、ＣＡＴＶ整備事業債を８，４４０万円追加いたしてお

ります。これは国の補正予算として合併特例債を充てることといたしております。第４目労働債

の地域活性化経済危機対策債は、先ほど歳出でもご説明申し上げましたとおり、地域活性化経済

危機対策臨時交付金事業として実施します浄水場関連作業道等整備事業に補正予算債として、合

併特例債を充てることとし１，２３０万円追加いたしております。道路整備事業債、街路整備事

業債は、それぞれ事業費が増額となったことから追加いたしております。その他、阿蘇霊照苑整

備事業費債、文化財保存整備事業債は京都府の未来づくり交付金の対象事業に振りかえることと

し、それぞれ減額いたしております。また、臨時財政対策債は、普通交付税の算定により確定い

たしましたもので、５３万円減額いたしております。

なお、１０ページの第２表地方債補正を計上し、同額を変更いたしております。

以上が、平成２１年度与謝野町一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

ここで暫時休憩します。

午後１時３０分再開します。

（休憩 午前１１時５５分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

次に、日程第２１ 議案第１２６号 平成２１年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２６号 平成２１年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて、ご説明申し上げます。

今回の補正は事業勘定のみの補正でございまして、１億８６８万４，０００円を追加し、総額

を２２億４，３２６万４，０００円といたすものでございます。
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それでは、歳入からご説明申し上げます。１０ページ、１１ページをお開き願います。

第７款繰越金は前年度繰越金が確定しましたので、１億８６８万４，０００円追加いたしてお

ります。

以上が、歳入でございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。

第２款保険給付費は、第２目介護予防福祉用具購入費及び第５目地域密着型介護予防サービス

給付費において、第１９節負補交を総額で２５７万３，０００円追加いたしております。これは

給付が見込みによりかなり多いため増額を行うものでございます。

第６款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金は国、府、それぞれへ前年度精算分として返還

金を２，７２２万２，０００円追加いたしております。

第７款基金積立金、介護保険事業積立金は７，７５６万８，０００円追加いたしております。

このうち３，０００万円は、平成２１年度から２３年度の保険料の軽減を図るための財源として

確保しておくものでございます。また、合併時の平成１７年度決算時において旧加悦町と与謝野

町が地域福祉基金から合計額で４，７５７万８，０００円の借り入れを行った経過がございます。

よって、その額を一たん基金に積み立て、平成２１年度の収支を見ながら結果的には地域福祉振

興基金へ返済したく考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

第８款予備費は１３２万１，０００円追加し調整いたしております。

以上が、平成２１年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。よ

ろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第２２ 議案第１２７号 平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２７号の平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について、ご説明申し上げます。

今回の補正は事業勘定では２，１７８万７，０００円を追加し、総額を２９億８，４５９万

７，０００円といたすものでございます。また、直営診療所勘定の補正は７４万６，０００円を

追加し、総額を９，１８０万６，０００円といたすものでございます。

それでは、まず、事業勘定の歳出からご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願いま

す。第３款後期高齢者支援金等から第６款介護納付金までは、それぞれ額が確定したことによる

増減でございまして、後期高齢者支援金を６２万６，０００円追加、前期高齢者納付金を１３万

円、老人保健医療費拠出金を５９万４，０００円、介護納付金を５０万３，０００円、それぞれ

減額いたしております。

第１１款諸支出金、第３目償還金では、第２３節償利割を２，１８５万５，０００円追加いた

しております。これは平成２０年度の療養給付費負担金の確定に伴う精算でございます。第４目

高額療養費特別支給金では４０万円追加いたしております。これは後期高齢者医療制度の創設に

より同月内に７５歳を迎えられる方が入院された場合、国保と後期医療の両方での個人負担を支
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払わなくてはならないこととなっていたため、昨年の４月にさかのぼって制度を改め特別支給金

により負担増を解消することとなったため、追加いたすものでございます。第１２款予備費は

１３万３，０００円追加いたし、調整いたしております。

以上が歳出でございます。

続きまして、歳入について、ご説明申し上げます。１０ページ、１１ページをお開き願います。

第１款国民健康保険税は収入見込みによりまして１，９８８万３，０００円減額いたしており

ます。第４款国庫支出金から第６款前期高齢者交付金は交付決定に合わせ調整いたしております。

第１０款繰入金は一般会計において地方交付税に参入される国保の財政安定化支援事業分の額が

確定したことにより、一般会計から８５８万９，０００円繰り入れるとともに、財源不足を調整

するため財政調整基金から１，８００万円繰り入れるものでございます。第１１款繰越金は、前

年度繰越金が確定いたしましたので４３０万７，０００円追加いたしております。第１２款諸収

入、第４項雑入では、介護従事者処遇改善臨時特別特例交付金を２４９万４，０００円追加いた

しております。これは第１号被保険者の保険料額が今年度から介護報酬改定に伴い増額されてお

り、国保の介護納付金への影響分として新たに交付されたものでございます。

以上が事業勘定でございます。

次に、直営診療所勘定について、ご説明申し上げます。

まず、歳入について、ご説明させていただきます。２４、２５ページをお開き願います。第

３款繰越金は、前年度繰越金が確定しましたので７４万６，０００円追加いたしております。

次に、歳出について、ご説明申し上げます。２６、２７ページをお開き願います。第１款総務

費は、臨時看護師１名増員に伴う賃金等で、６５万６，０００円追加いたしております。

第２款医業費、第１目医療用機械器具費ではレントゲン写真現像機の故障に伴う修繕料を５万

６，０００円追加いたしております。第４款予備費は３万４，０００円追加し、調整いたしてお

ります。

以上が、平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第２３ 議案第１２８号 平成２１年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２８号 平成２１年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。

今回の補正は４，７１４万２，０００円を追加し、総額を７，５１６万２，０００円といたす

ものでございます。

それではまず、歳入についてご説明申し上げます。１０ページ、１１ページをお開き願います。

第４款繰入金は、昨年度、制度の廃止により国府支払基金交付金分が過大交付となったため一般

会計から繰り入れるべき町負担分の繰り入れを行いませんでした。これにより本年度で国庫交付

金等の精算に合わせて一般会計から１，７７４万８，０００円繰り入れるものでございます。第
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５款繰越金は、前年度繰越金が確定いたしましたので２，９３９万４，０００円追加いたしてお

ります。

次に、歳出について、ご説明申し上げます。１２、１３ページをお開き願います。

第２款諸支出金では、第１目償還金では国府支払基金医療交付金への前年度精算分として返還

金を４，７１４万２，０００円追加いたしております。

以上が、平成２１年度与謝野町老人保健特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第２４ 議案第１２９号 平成２１年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１２９号 平成２１年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）につ

いて、ご説明申し上げます。

今回の補正は、当初予算計上時期が各財産区の予算編成時期とずれがあり、各財産区の当初予

算に未確定な部分がありましたので、今回、各財産区において精査した内容により２１７万

１，０００円を減額し、総額を７，８７７万６，０００円とするものでございます。よって、各

財産区の中身の予算説明については省略させていただきます。

以上が、平成２１年度与謝野町財産区特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。

よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、日程第２５ 議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第３７ 議案第１４２号 平成２０年度与謝野町水道事業会計決算認定についてま

で、以上１３件を一括議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（森本敏軌） 異議なしと認め、日程第２５ 議案第１３０号から、日程第３７ 議案第

１４２号の決算認定に係る１３議案を一括議題とします。

議提案理由の説明を求めます。

太田町長。

町 長（太田貴美） 議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計決算から、議案第１４２号の平

成２０年度与謝野町水道事業会計決算までの、歳入歳出決算の認定につきまして、その概要を一

括してご説明申し上げます。

決算参考資料、別冊に基づいてご説明させていただきます。

それでは、まず、１、２ページの各会計、歳入歳出決算総括表をごらんいただきたいというふ

うに思います。

会計ごとに区分しておりますが、一般会計と特別会計との総合計では歳入歳出の予算額が

２２４億９，７７３万６，０００円に対し、収入済み額が１９４億７，７５４万４，０００円、

支出済み額が１９１億４，１４６万４，０００円で、差し引きしますと３億３，６０８万円の黒
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字となっております。しかしながら、内訳を見てみますと宅地造成事業特別会計では歳入欠陥と

なり、翌年度から繰り上げ流用を行いました。また、一般会計並びに簡易水道特別会計、後期高

齢者医療特別会計において、翌年度に繰越明許を行っております。その下に公営企業会計であり

ます水道事業会計の決算を上げております。収益的収入総額が１億４，６４８万５，０００円、

収益的支出総額が１億７，３７２万５，０００円でございました。企業会計ですので、収支の差

し引きとはなりませんが、当年度の損失としましては２，８８９万３，０００円となり、この損

失は資本剰余金の繰り入れにより欠損金処理を行うものでございます。また、資本的収入総額は

１，１０４万５，０００円、資本的支出総額は９，４０３万１，０００円で、資本的収入額が資

本的支出額に不足する額８，２９８万６，０００円につきましては、当年度分損益勘定留保資金

の８，１３３万３，０００円、及び消費税資本的収支調整額１６５万３，０００円で補てんいた

しました。

３ページ、４ページでは、歳入歳出決算額の推移を掲載し、前年度との比較をしております。

また、普通会計と財産状況調べでは、実質収支は１億６，５５５万３，０００円の黒字となって

おり、１９年度の実質収支と比較いたしましても増額となりましたので、単年度収支も黒字とな

り実質単年度収支は１，１８７万円の黒字となっております。下側の諸経費・・が、財政状況を

分析する上で最も基本となるものでございます。なお、１９年度決算から財政健全化法に定めら

れた四つの指標、実質公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率を監査委員

の審査に対し議会に報告し、公表することとされましたので、それらの指標数、数値についても

平成１９年度と比較ができるように掲載いたしております。なお、昨年度の決算におきまして各

指標の内容のご説明はさせていただいておりますので、省略させていただきます。

それでは、まず、左側の財政力指数は比率が１に近いほど財源に余裕があるものとされており

ますが、３カ年平均で０．３６２となっておりまして、相変わらず財政基盤の弱い状況となって

おります。起債制限比率はわずかに改善しておりますが、これは普通交付税の増加に伴い標準財

政規模が膨れたことによるもので、償還金そのものは増加いたしております。実質公債費比率は

３カ年平均で平均１９年度と同様に１６．７％となっております。今後とも継続的に特別会計で

の事業投資が見込まれることから、数値が上昇しないように注視しなければなりません。

次に、実質赤字比率と連結実質赤字比率ですが、一般会計は黒字であり、宅地造成事業特別会

計で、わずかの赤字が出るものの全体では黒字となることから、どちらの指標も該当いたしませ

ん。次の将来負担比率ですが、数値は１０３．３％となっており、早期健全化基準として定めら

れております３５０．０％と比較いたしますと負担の少なさが読み取れます。しかしながら、

１９年度と比較いたしますと、３．２ポイント悪化しております。これは地域振興基金を将来負

担へ充当することが２０年度から見直され、充当できなくなったことによるものでございます。

一方、経常収支比率、いわゆる人件費、交際費など義務的な経常経費が町税、交付税などの経

常的な一般財源にどれだけ占めるかという割合でございますが、９１．１％の決算となっており

まして、前年度より０．５ポイント改善いたしました。１，０００円のうち９５１円が経常経費

に消え、臨時的経費は４９円という状況であり、財政余力が乏しいことを示しております。増加

の一番大きな要因は、先ほど実質公債費比率同様、普通交付税の増加により経常一般財源が増加

したこと、人件費の減額等によるものでございます。
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なお、１３、１４ページに経常収支表を掲載しておりますので、ご参考にしていただればとい

うふうに思います。今後ともさらなる経常経費の節減に努力しなければならないというふうに思

っております。

次に、５、６ページの普通会計款別決算額比較表の歳入の状況でございます。歳入の最も大き

なウエートを占める９番の地方交付税は４６億４，４５８万８，０００円で、全体の４５．１％

を占め、前年度比３．１％の増となっております。自主財源の柱である１番の地方税は固定資産

税の家屋分が約１，０００万円増加するなど、前年度比０．３％の増となり、全体の１８．８％

を占めております。８番の地方特例交付金は児童手当の支援拡大に伴う地方負担分として交付額

が大幅に増加されたことより８９．０％もの増となっております。また、２１番目の地方債でご

ざいますが、前年比１３．９％の減、１０億６５６万６，０００円の借り入れとなっているもの

の、町道岩屋川線や町道明石香河線などの道路改良事業、消防ポンプ自動車の購入など、消防施

設整備事業や小・中学校耐震補強事業、地域振興基金積立金など、辺地債や合併特例債対象事業

のほか、臨時財政対策債など多額の町債発行となっているものでございます。なお、決算書の

５４、５５ページでは第２０款町債で決算額が１０億７，２３６万６，０００円となっておりま

すが、この中には公的資金借換債が６，５８０万円含まれており、決算統計での普通会計では純

計処理として歳入歳出、それぞれから同額を減額いたしておりますので合致いたしません。

７ページ、８ページの歳出の状況でございますが、第９款消防費は、対前年度比１３．３％、

６，５８６万１，０００円の増額となっております。これは消防施設の計画的な整備を行うため、

消防施設整備５カ年計画を立てておりますが、有利な国の補助事業を活用するため防火水槽整備

事業を前倒しして単年度で４基整備したことなどによるものでございます。また、第２款総務費

では、職員人件費の３％カットなどを実施したことから、対前年度比４．５％、６，１３１万

５，０００円の減額となっております。

次の９ページ、１０ページは町税の収入内訳を上げております。先ほども申し上げましたとお

り、税収は全体で０．３％の増となっているものの、徴収率につきましては右から二つ目にあり

ますとおり９１．６％の決算となっておりまして、前年度より０．７ポイント下がっております。

現年滞納別に見てみますと、現年分で０．３ポイント下がり、滞納分では１．０ポイント上がっ

ております。長引く景気の低迷により大変厳しい状況の中で税の徴収は大きな課題となっており

ます。まして平成１９年度からは三位一体の改革の一環で所得税への大幅な税源移譲が実施され

ていますので、各自治体は自主財源である地方税の徴収を強化しなければなりません。当町にお

きましても与謝野町町税等及び公共料金等滞納整理特別対策本部を設置し、私が本部長となり今

後の最重要課題であるとの共通認識のもと、どのようにすれば徴収率が向上するか徴収体制の強

化はもとより職員の意識改革にも力を入れていかなければならないと思っております。近隣市町

と比較しても当町の徴収率は低く、引き続きの努力が求められるところでございます。また、今

の予定では税務共同化により来年１月１日からは共同徴収収納が始まります。その辺の動きとも

十分連携をとっていかなければならないというふうに考えております。

次に、１１、１２ページでございますが、普通会計性質別経費の状況を示しております。この

中で一番の人件費は総額で１９億８，７０３万円となっておりますが、対前年度比では５．２％

減となっております。これは職員の退職に伴う補充を抑えたことなどによるもののほか、特別職
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給与の５％カット、一般職給与の３％カット、議員報酬の５％カットなどによるものでございま

す。６番の補助費等については、対前年度比２５．２％の増となっており、その中でも一部事務

組合に対する負担金は後期高齢者療養給付費負担金の大幅な増額によるものでございます。

１１番の投資的経費は普通建設事業費で知遊館南駐車場用地購入事業などで大幅な減額となり、

対前年度比１６．７％の減となっております。

次に、１５、１６ページをお開き願います。ここでは一般会計の目的別、節別決算表を掲載し

ております。それぞれの款ごとに節単位で幾らの支出があったのかがわかるようにまとめており

ます。

次に、１７ページから２０ページにかけて普通会計の主な事業を財源内訳も含めて掲載いたし

ております。２０年度にどのような事業を行ったかが一目でわかるようにしておりますので、参

考にしていただきたいというふうに思います。

２１ページから２３ページには不用額説明書を掲載いたしております。これは予算に対して執

行不能となりましたもので５０万円以上の不用額が生じたものを各課ごとに掲載いたしておりま

す。

２４ページから２７ページには未収入調書、不納欠損処分調書を掲載いたしております。調定

額に対し不納欠損額が幾らあり、収入未済額が幾らになっているかがわかるように示しておりま

す。一般会計全体での不納欠損額は２１８万２，０００円となっております。

２８ページには普通会計債務負担行為額調べを掲載いたしております。債務負担を設定してお

りますもので、２０年度に支出したものが、どの程度あり、また、２１年度以降の支出がどう見

込みとなっているかがわかるように示してあります。

２９ページには一時借入金運用状況を掲載いたしております。夕張市の破綻にもありましたよ

うに、一時借入金の運用が不透明であった反省に立ち、前年度から明確にいたしているものでご

ざいます。

３０ページでは基金の状況を５月末の出納整理後の状況で報告いたしております。なお、決算

書の３３４、３３５ページに積立金を示しておりますが、これは財産であるため年度末での状況

であります。しかしながら、繰替運用など、わかりがたい報告となっておりますので、改めて歳

計としております。

次に、３１、３２ページには会計別職員人件費を上げております。ここでは人件費の総額がわ

かるとともに、給料や各職員手当、共済費の内訳を各科目ごとにまとめております。平成２０年

度のラスパイレス指数は一番下にありますように９１．２％と前年度対比２．３ポイント下がっ

ております。ちなみに府内市町村平均は９６．４％となっております。

３３ページから８８ページまでは現在、借りている町債について上げております。

３３ページから５２ページまでは一般会計分、５３ページから８０ページまでは特別会計分。

８１、８２ページは、その借入先別の明細。

８３、８４ページは利率別の状況。

８５、８６ページは事業別の現在高の状況。

８７、８８ページでは、今後の年度別償還状況を示しておりますので、参考にごらんいただき

たいと思います。
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８１、８２ページに全体の町債残高を上げておりますので、ごらんいただきたいというふうに

思いますが、これによりますと一般会計の平成１９年度末現在高が約１３３億７，８１７万円に

対しまして、平成２０年度末では１２９億４，４４８万円となっており、約３億８，３６９万円

減少となっております。特別会計におきましては約１７６億２，９３２万円により前年度に比べ

て約６億６，４４５万円増加いたしております。総合計では約３０５億７，３８１万円になって

おり、住民一人当たりにいたしますと約１２３万円の借金を抱えていることになります。このよ

うに一般会計では減少しているものの、特別会計では増加し、トータルといたしましては約２億

３，０００万円の増加となっております。

一般会計では、先ほどの地方債の説明で申し上げましたように、道路改良事業や小・中学校耐

震補強事業、地域振興基金積立金などの合併特例債対象事業のほか臨時財政対策債などの発行に

よるものでございます。また、特別会計では毎年、何億円もの増加を見ておりますが、簡易水道、

下水道事業は生活に密着した欠かすことのできない事業ですので、補助金を受ける以外は、やは

り町債によって計画的に追考していかなければならないというふうに考えております。

８９ページから９６ページには、クアハウス岩滝、野田川衛生プラント、学校給食センターな

どの収益性のある施設にかかります収支状況と利用状況を上げております。

９７ページから最終の２００ページには、一般会計並びに特別会計の主要施策の成果概要調書

を掲載しております。一般会計では各課ごとに、決算の事業区分ごとに、その概要をまとめてお

ります。また、特別会計では、それぞれの会計での決算規模や運営状況、事業概要を上げており

ます。ご参考にしていただきたいというふうに思います。

最後に決算書の３２５ページから３３９ページかけて財産に関する調書をつけ、年度末で所有

しております財産を掲載いたしておりますので、ご参考にしていただければというふうに考えま

す。今後の有効活用や、大変多くの財産があり、与謝野町町有財産活用推進委員会も設置し、検

討しておりますが、今後の有効活用や適正管理が大きな課題であるというふうに認識しておりま

す。

以上、簡単にご説明申し上げましたが、平成２０年度一般会計及び特別会計等の決算の概要で

ございます。この後、副町長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認いただ

きますようお願いいたします。

議 長（森本敏軌） お諮りします。休憩よろしいですか、休憩入らずに。

暫時休憩します。

２時２０分、再開します。

（休憩 午後 ２時 ４分）

（再開 午後 ２時２０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

引き続き副町長からの説明を求めます。

堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） それでは、先日の議会運営委員会で決算に係ります詳細説明はすべて副町長が行

うということが決定をされましたので、私から会計ごとに決算書並びに決算参考資料に沿ってご

説明を申し上げます。すべて共通ですが、金額の単位は１，０００円単位に四捨五入したもので
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ご説明させていただきます。

それでは、まず、議案第１３０号 平成２０年度与謝野町一般会計決算について、主なものを

ご説明申し上げます。まず、歳入でございますが、通常の事業にかかわりますものは省略させて

いただき、特徴的なものについてのみご説明させていただきます。

まず、決算書の１４、１５ページをお開き願います。第１款町税でございますが、第１項町民

税から第５項都市計画税までの合計は調定額が２１億９５８万４，０００円に対しまして、収入

済み額は１９億３，２４８万７，０００円で、不納欠損処分をいたしました１４３万

８，０００円を差し引きました収入未済額は１億７，５６５万９，０００円となっております。

この２１年度への繰り越しました滞納額は１９年度決算と比較いたしますと２，２９４万円の、

率にいたしますと１５．０％の増という状況になっております。参考資料の９、１０ページをお

開き願います。ここでは町税の収入内訳表といたしまして、税目ごとに調定済み額、収入済み額、

収納率などを掲げさせていただいておりますので、参考にしていただきたいと存じます。

それから、参考資料２４ページでございますが、ここに町民税から都市計画税まで４税につき

まして、先ほど申し上げましたが１４３万８，０００円の不納欠損をいたしました明細をつけて

おりますので、お目通しいただきたいと思います。

次に、決算書の１８ページ、１９ページの第９款地方交付税でございますが、備考欄にもあり

ますように普通交付税は４１億３，４５７万円で、前年度より３．８％、１億４，９６６万

１，０００円の増額となっております。特別交付税は５億１，００１万８，０００円で、前年度

より２．１％、１，０８３万円の減額となっております。

次に、２０、２１ページの第１１款分担金及び負担金、第２項負担金、第２目民生費負担金の

第２節児童福祉費負担金の保育料につきまして、参考資料の２４ページをごらんいただきたいと

思います。保育料現年度分の収入済み額１億５，２７６万６，０００円の徴収率につきましては

９７．４％、滞納繰越分８７万３，０００円につきましては１０．９％の徴収率でございます。

収入未済額の合計は１，０４５万２，０００円と、１９年度と比較して膨大な金額となっており

ますが、この未済金につきましては、今後、課を挙げて徴収に努めさせたいと思っております。

次に、決算書２２、２３ページの第１２款使用料及び手数料では、第１目総務使用料、第２節

企画情報使用料として有線テレビやインターネットの使用料で決算額は３，５３５万

７，０００円となっております。徴収率は９８．２％となっており、滞納繰越分を合わせまして

６６万円余りの未収金がございますが、これの解消のため平成２０年度につきましては滞納者に

対しまして誓約書の提出を求め、履行されなかった場合には、そのご家庭の電波をとめるという

措置も講じております。このことによりまして一定の徴収率のアップにつながりましたが、今後

とも、さらに強化をしてまいりたいと思っております。また、収支のバランスを見ると、収入の

方が若干上回ったことから８９ページにありますが、歳出の有線テレビ放送等施設基金に７０万

円の積み立てを行っております。第３目衛生使用料のうち第１節保健衛生使用料につきましては、

火葬にかかる使用料でございまして、内訳は備考欄記載のとおりでございます。その次の第２節

清掃使用料ですが、衛生プラントの施設の使用料でございまして、伊根町のし尿の処理と業者が

浄化槽の汚泥清掃を行い、その処理にかかる使用料でございます。

次に、２４、２５ページの第５目商工使用料の第２節観光使用料はクアハウス岩滝入館料が
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６，１４７万４，０００円となっており、前年度より２００万円程度の減額となっております。

第６目土木使用料は全体で６，３６６万２，０００円の収入となっておりますが、町営住宅使用

料も年々滞納額がふえてきておりますので、徴収につきましては課を挙げて強化をしてまいりた

いと考えております。

次に、２６、２７ページの手数料は、第１目総務手数料のうち印鑑証明手数料でございますが

３４８万９，０００円となっております。第３目衛生手数料、第２節清掃手数料につきましては、

町内３カ所にあります最終処分場への直接搬入手数料と衛生プラントのくみ取り手数料１万

８，８０９件分でございます。

次に、３０、３１ページの第１３款国庫支出金、第２項国庫補助金、第７目土木費国庫補助金

は全体で１億５，９９６万４，０００円を収入いたしております。備考欄にありますように、道

路改良事業費補助金が事業費の６０％、１億２，３８７万９，０００円、都市公園事業費補助金

が事業費の５０％、３，５２６万５，０００円などとなっております。第８目消防費国庫補助金

は消防防災施設等整備事業補助金として１，０４７万２，０００円を収入いたしておりますが、

防火水槽４基を設置した事業に充当したものでございます。第９目教育費国庫補助金、第２節小

学校費補助金の中の安全・安心な学校づくり交付金４，８４８万円でございますが、石川小学校

校舎及び市場小学校体育館の耐震補強工事に対する交付金でございます。また、第３節中学校費

補助金の中の安全・安心な学校づくり交付金２，４２４万円は江陽中学校体育館の耐震補強工事

に対する交付金でございます。第５節社会教育費補助金１，２６５万９，０００円は、国宝重要

文化財等保存整備費補助金と記載しておりますが、その内訳は重要伝統的建造物群保存地区対策

事業費補助金１，０２５万９，０００円と、遺跡分布調査事業費補助金１００万円、さらに実施

をいたしました文化財シンポジウムにかかわります補助金１４０万円で、補助率は事業費の２分

の１でございます。

３２ページから３４ページへかけて第１４款府支出金、第２項府補助金は第１目総務費府補助

金から第９目教育費府補助金の中で４２件が京都府の未来づくり交付金の対象となり、その総額

は８，２４３万８，０００円でございます。その中で平成２０年度は一般分のほかに緊急枠分と

して１９３万１，０００円と行財政改革支援枠分として１，１３１万円が、それぞれ特別に交付

をされております。

少し飛びますが５２、５３ページをお開き願います。第１９款諸収入、第４項雑入、第３目雑

入では、５３ページの一番下に地域公共交通活性化再生総合事業補助金としてコミュニティバス

ひまわりの購入などにかかわります補助金を１，５３９万８，０００円収入いたしております。

次に、５４、５５ページの第２０款町債でございますが、総額１０億７，２３６万

６，０００円の借り入れを行っております。うち合併特例債は４億６，６３０万円でございます。

また、公的資金借換債は合計で６，５８０万円を発行し、繰り上げ償還いたしております。

次に、歳出についてご説明申し上げますが、主な事業の決算額を決算参考資料の主要施策の成

果概要調書と照らしながらご説明させていただきます。

まず、決算書の５８、５９ページをお開き願います。第１款議会費は総額で１億９３１万

３，０００円支出いたしております。議員報酬、職員人件費などが主な経費でございまして、議

会運営、議会広報に必要な経費を執行いたしました。参考資料の９７ページに概要を掲載いたし



－40－

ております。決算書の６０ページから第２款総務費では６３ページに一般管理費にかかる職員人

件費を掲載しておりますが、特別会計、企業会計を含めました年度末の職員数は２９３名となり、

前年度より１１名の減でございまして、中段よりやや下に掲載しております退職手当組合特別負

担金５，７９２万円余りのうち２，３６１万８，０００円が１０名分の勧奨退職者にかかる負担

金と、それから、当町は退手組合負担金納入総額から退職手当支給総額を差し引きました額が赤

字となっておりますので、当該赤字額の１０％相当額３，４３１万１，０００円を支出いたして

おります。

７０、７１ページの第５目財産管理費は、３庁舎の管理経費やマイクロバスの運行事業経費、

７７ページの財産管理費一般経費の第１５節工事請負費では、岩滝地域にありました厚生会館解

体工事を施工いたしました。跡地は社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会が与謝郡聴覚言語

障害センターを建設、運営されており、用地は同協会に有償で貸し付けております。なお、参考

資料の１００ページに、それらにかかります説明を掲載いたしております。

次に、決算書７８、７９ページの第６目企画費は総額で２億８２４万円を支出いたしておりま

す。丹後地区広域市町村圏事務組合事業では、組合への負担金、住民自治活動支援事業では自治

振興補助金とコミュニティ事業補助金、定額給付金事業では交付そのものは２１年度へ繰り越し

をしており、準備にかかります事務費と住基ネットワークシステム改修委託料を、それぞれ支出

をいたしております。

また、８１ページの企画費一般経費では行政改革関連経費、総合計画審議会の経費、大名行列

承継基金や地域振興基金積立金などを支出いたしたものでございます。

８３ページの第８目国際交流費は１６１万９，０００円を支出いたしております。アベリスツ

イス交流事業に要する経費でございますが、２０年度はアベリスツイスへ６名の高校生を派遣し

ておりまして、国際交流補助金として支出いたしたものでございます。

次に、８６、８７ページの第１２目有線テレビ管理費は総額で３，６０２万２，０００円を支

出いたしております。有線テレビ施設管理運営事業などの経費でございまして、詳しくは参考資

料の１０４、１０５ページで説明をいたしております。

次に、決算書９０、９１ページの第１３目有線テレビ整備費は、有線テレビ拡張事業で

３０５万円を支出いたしております。内容は参考資料の１０９ページの⑿で説明をいたしており

ますが、情報格差是正のため地域情報化計画を策定いたしたものでございます。

次に、決算書９２、９３ページの第１５目地域交通対策費は９，０３６万７，０００円を支出

いたしております。新規事業としまして９５ページの町営バス運行事業で２，０５９万

１，０００円を支出いたしております。３月１６日から懸案でありました町営バスを運行したも

ので、バスの購入経費、運行準備経費などとなっております。これらの詳細は参考資料の

１１１ページで説明いたしております。

続きまして、決算書９６ページの第２項徴税費は、総額で１億２，８７２万２，０００円を支

出しております。中でも税務総務費一般経費で９９ページの過誤納還付金が４，４３６万

２，０００円となっております。主なものといたしましては、税源移譲による平成１９年度分の

住民税減額措置にかかる還付金が２，１２８万円、また、関西電力株式会社の固定資産税修正申

告による還付金が１，５５３万７，０００円となっております。
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次に、１０６ページから第３款民生費について、ご説明を申し上げます。第１項社会福祉費、

第１目社会福祉総務費は、総額で６億５，０５２万３，０００円支出しておりますが、この中で

１１３ページの地域福祉空間整備事業として２，４２４万円を支出いたしております。内容は参

考資料の１２０ページ⑴で説明しておりますように、小規模多機能型介護拠点整備与謝郡聴覚言

語障害センター整備への交付金による支援でございます。決算書に戻りますが、第２目障害者福

祉費は、総額で５億１，２９１万２，０００円を支出しておりますが、この中で１２１ページの

障害者福祉施設整備事業として９８０万６，０００円を支出いたしております。内容は参考資料

の１２３ページ⒃で説明しておりますように、町道の穴石線道路改良工事などでございます。こ

れは旧野田川保健センターを改修し、弁当づくりの拠点施設や障害者グループホームとして整備

しておりますが、そこへの進入路としての整備事業でございます。

決算書に戻りますが、第３目高齢者福祉費は総額で４億１，８９８万９，０００円支出いたし

ておりますが、この中で１２７ページの高齢者福祉施設整備事業として３，３００万円を支出い

たしております。内容は参考資料の１２６ページ(27)でご説明しておりますように、小規模多機

能型介護拠点整備への交付金による支援でございまして、全額が国の交付金となっております。

これら民生費関係の事業につきましては参考資料の１２０ページから１２９ページで説明をいた

しております。

次に、決算書１４６ページからの第４款衛生費についてご説明いたします。１５０、１５１ペ

ージの第１項保健衛生費、第２目予防費では、母子保健事業で８１７万円を支出いたしておりま

す。参考資料の１３０ページの⑵で説明をいたしておりますように、今まで３回であった妊婦健

診を５回とし、セットメニュー化しております。

また、決算書に戻りますが、１５３ページの健康診査事業は３，１３６万３，０００円を支出

いたしております。内容は参考資料の１３１ページ⑷に説明しておりますように、今年度から保

険者ごとに特定検診を実施することとなりましたが、町としましては国保会計での実施となり、

一般会計では生活保護などの方や７５歳以上の後期高齢者の方の検診等、従来から実施してきま

したがん検診をすべて無料で行ったものでございます。制度改正による若干の混乱もありました

が、大変多くの方に検診を受けていただいております。また、今年度から京都府とのモデル事業

として就学前５歳未満児の発達サポート事業を実施し、軽度な発達障害の早期発見と就学指導に

努めています。そのほか予防接種事業や健康教育、機能訓練、運動教室などを実施した健康づく

り事業、さらには休日応急診療所などの費用を執行させていただきまして、町民の健康づくりや

子供の健やかな成長を守るための事業を行ってまいりました。

次に、決算書１５４、１５５ページの第３目環境衛生費では、１５７ページの環境美化保全対

策事業で７８６万６，０００円を支出いたしております。内容は参考資料の１１４ページ⑽に説

明しておりますように、旧クリーンセンター跡地にＢＤＦ燃料給油施設の整備や地球温暖化防止

実行計画の策定を行っております。

次に、決算書１６２ページの第２項清掃費、第２目塵芥処理費は、総額で３億３，５０４万

２，０００円を支出いたしておりますが、宮津市清掃工場への処理委託料を初め、すべてごみ処

理にかかる経費でございます。詳しくは参考資料の１１５ページから１１７ページでご説明をい

たしております。
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次に、決算書１６４、１６５ページの第３目し尿処理費は総額で１億４，２７５万

１，０００円を支出いたしております。野田川衛生プラント管理運営事業施設整備事業職員人件

費でございますが、参考資料の１１８、１１９ページに事業の概要を、また、９１、９２ページ

に収支状況報告をつけておりますので、参考にしていただきたいと存じます。

決算書１６８ページからの第５款労働費、第１項労働諸費は総額で９４２万円支出いたしてお

ります。中身としましては広域シルバー人材センター運営助成経費、勤労者総合福祉センター管

理運営経費、雇用促進奨励事業経費でございまして、参考資料の１４３ページで説明をいたして

おります。

なお、決算書１７０ページの第３目生活対策費は、国の生活対策臨時交付金の対象事業であり

ますが、地域活性化対策事業２億７，７５１万円を全額、２１年度へ繰越明許いたしております。

次に、第６款農林水産業費についてご説明を申し上げます。第１項農業費は総額で２億

５，６０４万４，０００円の支出でございます。主なものは農業委員会活動事業、農業団体活動

支援事業などのほか、自然循環農業推進事業では京の豆っこ米の生産活動及び販売促進を支援い

たしております。また、中山間地域直接支払い交付金事業、農地・水環境保全向上対策事業、農

業用施設整備事業などにより、農地の生産基盤整備や農村環境の向上を図るための事業を支援い

たしております。なお、加悦土地改良区は借入金の償還業務を完了したことから平成２０年

１２月でもって２９年の歴史を終止符を打ち、解散いたしております。施設の管理運営につきま

しては、１８７ページの大豆・米乾燥施設管理運営事業で大豆乾燥機等の導入支援や１８９ペー

ジ、有機物供給施設管理運営事業では、京の豆っこ肥料を製造するための発酵処理機などの整備、

さらには１９１ページの冷凍米飯加工施設管理運営事業では、成形加工室の空調機の改修を行っ

ております。リフレかやの里管理運営事業は、昨年７月をもって営業を休止し、８月末に指定管

理者の指定を取り消し、以後は最低限の管理を継続いたしております。

１９２ページからの第２項林業費は、総額で７，１５９万５，０００円支出いたしております。

主なものは有害鳥獣対策事業で猟友会と連携した駆除や、防除施設に対し積極的な支援を行って

おります。林道関係では林道下谷線舗装工事を完了するとともに、林道大田和線に事業着手をい

たしております。また、堰堤設置や浚渫などの災害に強い森づくり事業などに積極的に取り組ん

でおります。これら農林水産業費関係事業の説明は参考資料の１３２ページから１４２ページに

かけて記載をいたしております。

次に、決算書の２００ページからの第７款商工費についてご説明を申し上げます。商工費は総

額で５億４，２０１万１，０００円を支出いたしております。主なものは昨年度、発足いたしま

した新生与謝野町商工会への補助を行っております商工会助成事業、各種商工業への支援事業、

産業や織物の振興事業、観光イベント開催事業、与謝野町の今後の観光振興の方向性を示した観

光振興ビジョン、美心与謝野の作成などの事業、クアハウス初め各種観光施設の施設管理事業な

どでございます。これらの説明は参考資料の１４４ページから１４９ページにかけて記載をいた

しておりますとともに、クアハウスの状況につきましては８９、９０ページに収支状況報告をつ

けておりますので、参考にしていただきたいと存じます。

次に、決算書２２２ページからの第８款土木費についてご説明を申し上げます。２２４ページ

の第１項土木管理費は、総額で２，９１１万３，０００円支出いたしております。主なものは土
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木事業の要望などの国、府対策事業や、民間家屋の耐震診断補助事業、急傾斜事業負担金などの

一般経費などの事業でございます。

２２８ページからの第２項道路橋梁費は総額で３億５，９２０万７，０００円支出いたしてお

ります。主なものは２３１ページの街路灯、防犯灯整備管理事業、道路維持や除雪対策事業、ま

た、各区から大変多くのご要望をいただいており、限られた予算の中で計画的に実施しておりま

す道路新設改良事業、なお、道路改良事業では明石香河線、岩屋川線、石川上山田線の３路線を

国の交付金事業で実施をいたしております。

２３６ページからの第３項河川費は総額で５，９３２万６，０００円を支出いたしております。

主なものは河川維持管理事業、常習浸水地の解消を図るための河川改修事業などでございます。

２３８ページからの第５項都市計画費は総額で６億８，４６１万６，０００円支出いたしてお

ります。主なものは京都府で実施をしていただいております岩滝海岸線の街路事業負担金、今後

の都市計画について調査研究を進めるための土地利用等状況調査、阿蘇シーサイドパークの整備

事業などでございます。これらの説明は参考資料の１５０ページから１５５ページかけて記載を

いたしております。

次に、決算書２４６ページからの第９款消防費について、ご説明いたします。消防費は総額で

５億６，０１６万円支出いたしておりますが、主なものは消防組合負担金の算出基礎額が、従来

は普通交付税算定に用いる消防費の基準財政需要額としておりましたが、本年度から均等割

１０％、人口割９０％での算出となり、決算額は前年度より５０５万４，０００円増額の３億

９，２５７万６，０００円となっております。第２目非常備消防費では消防団員３４８名の報酬、

退団者３３名の退職報償金。

２４９ページでは、火災訓練、点検、広報などの費用弁償、活動服を新調いたしました消耗品

費、防火服２８着購入の備品購入費などが主なものでございます。

２５１ページの消防施設等整備事業の工事請負費では、４０リューベの防火水槽４基、消火栓

の新設６基、移設更新３基などを施工し、備品購入費では加悦方面対第２分団に消防ポンプ自動

車を購入いたしました。

２５３ページの災害対策費の防災行政無線施設整備事業では、町全体のデジタル防災行政無線

設備を構築するため電波伝搬調査などを委託しました。自主防災事業の需用費ではウインドウブ

レーカーを購入し、加悦地域の自主防災組織に貸与をいたしております。これらは参考資料の

１０１ページから１０３ページにかけて記載をいたしております。

次に、決算書２５４ページからの第１０款教育費についてご説明を申し上げます。第１項教育

総務費は総額で１億２，２５８万７，０００円支出いたしております。主なものは２６３ページ

のスクールバス運行事業、これは町道明石香河線改良工事に伴い香河地区の小・中学生１１名を

学校までの間、送迎した事業費でございます。

２６６ページからの第２項小学校費は総額で３億４，４８９万９，０００円支出いたしており

ます。主なものは２６９ページの小学校施設整備事業で耐震補強設計監理委託料、耐震補強設計

委託料、小学校耐震補強工事費などでございます。

２７４ページからの第３項中学校費は、総額で１億６，０６３万３，０００円支出しておりま

すが、主なものは２７９ページの中学校施設整備事業で、耐震補強設計監理委託料、江陽中学校
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体育館の耐震補強工事費でございます。その下の中学校組合負担金は、生徒数割による与謝野町

民の負担金で４，２８７万１，０００円を負担しております。なお、この金額には交付税分が含

まれております。

２８０ページからの第４項幼稚園費は総額で７，２０４万円支出いたしておりますが、

２８５ページの幼稚園施設整備事業として岩滝幼稚園の屋根の防水改修工事を実施いたしており

ます。第５項社会教育費は総額で１億８，６０９万８，０００円支出をいたしております。主な

ものは、これも自然体験事業や生涯学習事業などの各種社会教育事業、公民館事業や知遊館管理

運営事業、文化財保護や伝統的建造物群保存対策事業、図書館管理運営事業などでございます。

３１０ページからの第６項保健体育費は総額で２億２，７３９万６，０００円を支出いたして

おります。主なものは社会体育の振興のための社会体育団体育成事業やスポーツイベント開催事

業、各体育施設の管理事業などでございます。なお、昨年度は新町になって始めての試みとして、

町民の一体感を情勢するためのイベントとして、与謝野町駅伝競走大会を与謝野町体育協会で実

施をしていただきました。また、給食センター運営事業並びに施設整備事業では子供たちに安

心・安全な給食の提供に努めております。これら教育費関係事業の説明は参考資料の１５６ペー

ジから１６８ページにかけて説明をいたしておりますとともに、給食センターの状況につきまし

ては、９５、９６ページに収支状況報告をつけておりますので、参考にしていただきたいと存じ

ます。

最後に決算書３２０、３２１ページの第１１款公債費は総額で１７億３５７万４，０００円支

出いたしております。元金、利子ともに計画的に返済するものでございますが、この中の繰上償

還元金につきまして６，７５１万６，０００円となっております。このうち６，５８０万円が補

償金免除の繰上償還として公的資金借換債の発行によるものでございます。

以上が一般会計の概要でございます。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

３時１５分再開します。

（休憩 午後 ３時００分）

（再開 午後 ３時１５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

引き続き堀口副町長から詳細説明を受けます。

堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） それでは引き続きまして、簡易水道特別会計からご説明を申し上げます。決算書

の３６２ページをお開き願います。

実質収支に関する調書をおつけしておりますが、歳入総額１０億９，３２４万１，０００円、

歳出総額１０億８，０７４万８，０００円、歳入歳出差引額は１，２４９万２，０００円となっ

ており、翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額８４３万２，０００円で、実質収支額は

４０６万円となりました。まず、歳入からご説明をいたします。

３４８、３４９ページをお開き願います。第１款分担金及び負担金の収入済み額２１８万

５，０００円は、加入負担金でございます。第２款使用料及び手数料につきましては、第１項使

用料、第１節現年度分の収入済み額は３億１，５５０万１，０００円で、前年度より７７４万
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６，０００円の大幅な減少となっております。このことについて収納率から見ますと１９年度が

９９．４６％だったのに対し、２０年度は９９．３４％で、前年度から０．１２ポイントダウン

しております。しかし、それよりも使用水量の大幅な減少が要因であると考えております。

次に、第２節滞納繰越分の収入済み額は２１１万４，０００円で、前年度より１１万

９，０００円の減少となりました。これにつきまして収納率では平成１９年度が２０．６２％だ

ったのに対し、２０年度は２４．４７％で、前年度比３．８５ポイント上昇していることから、

滞納繰越分そのものが減少していることが要因でございます。

第３款国庫支出金につきましては、平成２０年度で実施をいたしました国庫補助事業の補助金

でございまして、備考欄に内訳を記載しておりますが、加悦簡易水道施設整備補助金、これは加

悦、明石、温江、香河の四つの簡易水道を統合し、上水道とする事業分でございます。ほかに、

１９年度から繰り越してまいりました与謝簡易水道統合事業、継続で進めてきております三河内

簡易水道施設整備事業の補助金を受け入れております。第４款府支出金は、これまでの補助事業

で単年度ごとに交付決定された府補助金が５年間に分割されて交付されることになっているもの

でございます。

次のページの第６款繰入金でございますが、一般会計から６，２５０万円を繰り入れておりま

す。第８款諸収入につきましては、次のページの第１節雑入として、下水道関連排水管敷設替工

事費補償金、下水道検針委託金、消費税還付金、府の河川改修関連水道管工事費補償金などで

３，５９３万７，０００円収入いたしております。第９款町債は、第１節簡易水道事業債として

５億１，６１０万円、第３節公営企業借換債は、繰上償還に伴う借換債で１億２００万円を借り

入れております。

続きまして、３５４ページからの歳出についてご説明申し上げます。第１款総務費、第１目一

般管理費では、職員の人件費と事務費として４，９２５万円を支出し、次のページの第２目財政

管理費では第２５節積立金として、減債基金に府補助金と預金利子分の６７８万１，０００円、

財政調整基金に預金利子２４万９，０００円を、それぞれ積み立てております。第２款維持管理

費は浄水場２０カ所、配水池及び各種水道管など簡易水道全施設の維持管理費で９，９４１万

９，０００円となっております。

次のページの第３款改良費につきましては、先ほど歳入で申し上げました加悦、与謝、三河内

簡易水道施設の改良工事費と、市場簡易水道の施設工事費、下水道関連排水管敷設替工事費や、

道路河川工事関連の新設、敷設替工事費などで、総額５億９，１４６万７，０００円でございま

す。

次のページの第４款公債費は、町債の償還金でございまして３億３，３５８万２，０００円と

なっており、前年度対比で６，２７０万８，０００円の増額となりました。なお、その中には補

償金免除の繰上償還として公的資金借換債の発行によるもの１億２２１万７，０００円がござい

ます。なお、参考資料の１７１ページから１７３ページに簡易水道特別会計分の事業概要、決算

規模を説明いたしておりますので、参考にしていただきたいと存じます。

続きまして、議案１３２号 平成２０年度与謝野町宅地造成事業特別会計決算について、主な

ものをご説明申し上げます。

まずは、決算書の３７０、３７１ページの歳入ですが、第１款財産収入は算所団地で未売却の
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分譲地が１区画ございますが、接道条件が悪かったため、進入路を確保することとし、区画の整

理を行い、町道として売却したもので５５２万８，０００円を収入いたしております。第４款繰

入金は一般会計繰入金を５１２万５，０００円繰り入れております。

次に３７２ページからの歳出についてご説明を申し上げます。

第２款需用費は、４４１万１，０００円を支出いたしております。三河内の大道団地の造成工

事費、日吉ケ丘並びに算所団地の維持管理費、販売のための営業経費などでございます。第４款

前年度繰上充用金は１億４，１７０万８，０００円支出いたしております。これは平成１９年度

決算に歳入欠陥が生じましたので、それを補てんするため繰り上げ充用を行ったものでございま

す。

３７６ページの実質収入に関する調書にありますように、実質収支額はマイナスの１億

３，５４６万９，０００円でございます。

参考資料の１７４ページに宅地造成事業特別会計の概要をつけておりますが、平成２０年度で

の分譲区画数は、大道団地が加わったことにより１９区画となっており、残念ながら売却数は

１軒もございませんでした。今後につきましても、いろいろな手法を研究しながら、販売促進に

努めてまいりたいと考えております。

続きまして、議案第１３３号 平成２０年度与謝野町下水道特別会決算についてご説明を申し

上げます。

まずは、決算書３８４、３８５ページの歳入からご説明を申し上げます。第１款分担金及び負

担金、第１項分担金は、特環の受益者分担金ですが、現年度と滞納繰越分を合わせました収入済

み額が５，７６４万９，０００円となっており、収納率は現年分で８７．９２％、滞納繰越分で

２．１９％となっております。２項負担金は、公共の受益者負担金ですが、現年度と滞納繰越分

合わせました収入済み額は１，１７２万４，０００円となっており、収納率は現年分で

９３．３５％、滞納繰越分では５．５９％となっております。第２款使用料及び手数料、第１項

使用料の現年度と滞納繰越分を合わせました収入済み額は２億３７６万７，０００円となってお

り、収納率は現年分で９９．７％、滞納繰越分で１８．１１％でございます。第３款国庫支出金

でございますが、補助対象事業費５億５００万円の２分の１の２億５，２５０万円を受け入れて

おります。

次のページの第５款繰入金は、一般会計繰入金を５億３，９６０万５，０００円繰り入れてお

ります。第８款町債は、総額で１０億８，９１０万円発行しており、そのうち第４節公営企業借

換債は、繰上償還に伴う借換債で３億５，８２０万円を借り入れております。

次に、歳出についてですが、３９８、３９９ページをお開き願います。第３款事業費の第１項

下水道費、第１目公共下水道建設事業費、第１３節委託料でございますが、取り急ぎ当年度に整

備する箇所及び翌年度以降に整備する箇所の実施設計の作成などに７，００９万５，０００円を

支出いたしております。第１５節工事請負費では５億７，４３２万１，０００円を支出いたして

おります。これによりまして、平成２０年度末の面整備の状況でございますが、計画区域面積

９０４．７ヘクタール中、処理面積が６９７．１ヘクタールで、面積普及率は７７．１％となる

ものでございます。また、人口普及率では、行政人口２万３，７６２人中、処理人口は２万

５６１人で、普及率は８６．５％、このうち水洗化人口は１万２，８６１人で、水洗化率は
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６２．６％となるものでございます。第２２節補償補てん及び賠償金の２，０２１万

９，０００円は、下水道関連排水管敷設がえなどに伴う補償費でございます。

次のページの第４款公債費は、町債の償還金でございまして、１１億３，９６４万

８，０００円となっております。なお、その中には補償金免除の繰上償還として、公的資金借換

債の発行によるものが、公共分で９，０２５万５，０００円、特環分で２億７，０９６万

５，０００円ございます。なお、参考資料の１７５ページから１８１ページにかけて、下水道特

別会計の事業概要等を説明いたしております。

次に、議案１３４号 平成２０年度与謝野町農業集落排水特別会計決算について、まずは

４１２、４１３ページの歳入からご説明申し上げます。第３款府支出金は、温江地区の農業集落

排水事業に対して、農業集落排水事業補助金を６，７３１万５，０００円受け入れております。

そのうち農業集落排水事業推進交付金３６９万円は、前年度の補助対象事業費の１５％を５年間

で３％ずつ分割交付されるものでございます。第５款繰入金は、一般会計繰入金並びに減債基金

繰入金の総額で１，１７１万５，０００円繰り入れております。第８款町債は、総額で

８，７３０万円発行をいたしております。

次に、歳出についてご説明を申し上げますが、４１８ページから４２１ページにかけて、第

３款事業費、第１項農業集落排水事業費、第１目農業集落排水施設整備事業費は、総額で１億

５，０２１万５，０００円支出いたしております。これは平成１９年度から着手をいたしました

温江地区の整備事業費でございまして、工事請負費、設計監理委託料などが主なものでございま

す。なお、参考資料の１８１ページから１８３ページに事業概要等を説明しております。

次に、議案第１３５号 平成２０年度与謝野町介護保険特別会計決算について、まずは事業勘

定につきまして、ご説明を申し上げます。

決算書４３４、４３５ページの歳入でございますが、第１款保険料、第１目第１号被保険者保

険料の第１節現年度分特別徴収保険料３億５７３万８，０００円につきましては、徴収率

１００％でございます。収納未済額の欄のマイナス１０８万２，０００円は、死亡とか転出など

によりまして、本来、すぐに還付をしなければなりませんが、手続上、還付がしきれていないも

のがあり、この未還付金を計上しているものでございます。第２節現年度分の普通徴収保険料

２，４０４万４，０００円は、徴収率としましては９０．７％でございます。第３節滞納繰越分、

普通徴収保険料１２５万７，０００円は、徴収率といたしましては２１．０％と大変低い率にな

っておりますので、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、歳出でございますが４４２、４４３ページの第１款総務費、第３項介護認定審査会費

１，８９３万１，０００円は、与謝野町分１，５２０件、伊根町分２３０件の介護認定調査を行

った費用でございます。

次のページの第２款保険給付費１８億９，３５４万６，０００円につきましては、２０年度末

で要介護認定者１，０４７名、要支援認定者３５２名に対する介護サービスなどの給付を行った

ものでございまして、前年度より約５，３００万８，０００円と大変大きな増額となっておりま

す。

４５０、４５１ページの第３款地域支援事業費３，８９６万５，０００円は、リハビリ教室、

物忘れ予防教室など介護予防事業、地域包括支援センターを中心にした包括的支援事業のほか給
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食サービス、在宅介護者激励金の支給など任意事業を実施したものでございます。

次に、サービス勘定についてご説明を申し上げます。

４６８、４６９ページの歳入でございますが、第１款サービス収入１，０５１万８，０００円

は、地域包括支援センターが取り扱いました要支援認定者の介護予防ケアプランの作成収入と、

訪問リハビリテーション費用の収入などでございます。

次のページの歳出ですが、第２款事業費、第１項居宅サービス事業費、第３目訪問リハビリテ

ーション事業費としまして６３万９，０００円を支出しておりますが、これは今申し上げました

ように、理学療法士が国保診療所を拠点といたしまして、訪問リハビリテーションを行っており

ますが、その費用として執行したものでございます。なお、参考資料の１８４ページから

１９２ページにかけて事業概要等を説明しております。

続きまして、議案第１３６号 平成２０年度与謝野町土地取得特別会計決算について、ご説明

を申し上げます。

決算書は４８２、４８３ページの歳入、第１款財産収入は、土地開発基金預金利子を５５万

７，０００円歳入いたしております。第２款繰入金は５１万１，０００円でございますが、一般

会計からの繰入金で丹後地区土地開発公社支払利子相当分の繰り入れを行ったものでございます。

第３款繰越金は、前年度からの繰越金で３３万６，０００円でございます。

続きまして、４８４、４８５ページの歳出でございますが、第１款公債費５１万１，０００円

は、丹後地区土地開発公社への支払利子でございます。第２款諸支出金は、土地開発基金への積

立金５５万７，０００円を支出いたしております。なお、昨年度は土地開発公社で保有しており

ました宮野分譲用地分２，４８７万円を土地開発基金で買い戻し、利子の軽減を図っております。

参考資料につきましては１９３ページに事業概要等を説明いたしております。

次に、議案第１３７号 平成２０年度与謝野町石田土地区画整理事業特別会計決算について、

ご説明を申し上げますが、決算書の４８７ページから記載をいたしておりますが、ご承知のよう

に、この事業につきましては、現在、休止状態になっておりまして、実質収支についてはござい

ません。

続きまして、議案第１３８号 平成２０年度与謝野町国民健康保険特別会計決算について、ご

説明を申し上げます。

まずは事業勘定について、決算書の５３８ページをお開き願います。実質収支に関する調書を

つけておりますが、歳入総額２９億１，３００万７，０００円、歳出総額２９億２３９万

２，０００円で、差し引き１，０６１万５，０００円の黒字決算となりました。しかしながら、

財政調整基金から２，９００万円を繰り入れておりまして、実質的には１，８３８万

５，０００円の赤字となっております。基金残高につきましては、２０年度末におきまして２億

８，８４７万７，０００円でございます。国保会計の歳入につきましては、本年度から後期高齢

者医療制度の創設等に伴う大幅な制度改正があったことから、国保税の見直しを行うなど、国保

財政の仕組みに大きな動きがありましたが、負担のルールによるものであるため、説明は省略を

させていただきます。

歳出ですが、国保会計のほとんどの支出割合を占めますのが、保険給付費でございます。

５２４、５２５ページの第２款保険給付費でございますが、出産育児一時金、それから、葬祭
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費等も含みます総合計で１９億２，２０７万１，０００円となっておりまして、前年度に比べま

して９，１１３万８，０００円、５．０％の増となっております。

国保会計につきましては、医療費の動向により、収支が大きく変化する正確のものでございま

して、５３２、５３３ページの第８款保険事業費では、第１目特定健康診査等事業費で

２，５５３万１，０００円を支出いたしております。これは平成２０年度から始まったもので、

肥満から起こる生活習慣病に着目をして、対象者を選別し、その状態ごとに個別の保健指導を行

うというもので、生活習慣の改善によりまして、保険給付費の削減に努めるとともに、国保税の

収納についても努力をしてまいりたいと考えております。

次に、直診勘定でございます。

５５８ページでございます。実質収支に関する調書をつけておりますが、歳入総額

８，７３７万２，０００円、歳出総額８，６６１万５，０００円で、差し引き７５万

７，０００円の黒字決算となりましたが、収支の均衡を図るために、一般会計から２，０００万

円を繰り入れておりまして、実質的には１，９２４万３，０００円の赤字となっております。平

成２０年度中の患者さんの合計数は６，３２８名でございまして、平成１９年度と比較いたしま

すと３４７名、５．８％の増となり、徐々にではありますものの、患者さんのご利用はふえてき

ております。それに伴いまして、薬剤費などの支出もふえてきております。今後におきましても、

一般会計からの繰入金が少しでも減少しますように、経営努力をしてまいりたいと考えておりま

す。なお、参考資料は１９４ページに事業概要等を説明しております。

次に、議案第１３９号 平成２０年度与謝野町老人保健特別会計決算について、決算書では

５７４ページでございます。実質収支に関する調書をつけておりますが、前年度と比較して決算

額そのものが大幅に減少しておりますのは、７５歳以上の後期高齢者が、後ほど説明いたします

後期高齢者医療特別会計へ移行したことによるものでございます。歳入総額は３億２，０３１万

３，０００円で、歳出総額２億９，０９１万８，０００円、差し引き２，９３９万５，０００円

の黒字決算となりました。これは国、府からの負担金、支払基金交付金分が過大交付となってい

るもので、平成２１年度で返還することになります。

歳入につきまして、負担のルールによるものでありますので、説明は省略させていただきます。

５７０、５７１ページの歳出につきましては、第１款医療諸費は、後期高齢者の影響から、大

幅な減額となり２億３，２６８万５，０００円の支出となっております。

次のページの第５款前年度繰上充用金は５，７３９万９，０００円支出をいたしております。

これは平成１９年度決算に歳入欠陥が生じましたので、それを補てんするため繰上充用を行った

ものでございます。なお、参考資料は１９５ページに事業概要等を掲載いたしております。

次に、議案第１４０号 平成２０年度与謝野町後期高齢者医療特別会計決算について、ご説明

を申し上げます。本会計は、平成２０年度から新たにスタートしたもので、今回が初めての決算

となります。

まずは決算書の５９０ページをお開き願います。実質収支に関する調書をおつけしております

が、歳入総額１億９，４１９万９，０００円、歳出総額１億９，２１４万８，０００円で、差し

引き２０５万１，０００円の黒字決算となりました。後期高齢者医療特別会計の歳入につきまし

ても、負担のルールによるものでございますので、説明は割愛をさせていただきます。
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歳出ですが、５８６、５８７ページの第２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億

９，０４８万４，０００円を支出いたしております。これは京都府後期高齢者医療広域連合が実

際の医療給付事務を行っておりまして、そこへの納付金でございます。この中で、後期高齢者医

療広域連合分賦金は連合への事務費分であり、保険料等負担金は医療給付費分でございます。な

お、保険基盤安定負担金は保険税軽減分で、一般会計で府負担金として受け入れ、それを後期高

齢者医療特別会計へ繰り出した上で連合へ負担金として納めるものでございます。参考資料につ

きましては、１９６ページをごらんおき願いたいと思います。

次に、議案第１４１号 平成２０年度与謝野町財産区特別会計決算についてでございますが、

決算書の５９８、５９９ページで歳入の内訳を、６００ページから６０３ページまでは歳出で、

それぞれの財産区へ支出をいたしておりまして、６０４ページの実質収支に関する調書に記載を

しておりますとおり歳入歳出差引額はゼロ円でございます。

続きまして、議案第１４２号 平成２０年度与謝野町水道事業会計決算について、ご説明を申

し上げます。

まずは、収益的収入及び支出でございますが、ページは６０８ページと６０９ページでござい

ます。収益的収入総額１億４，６４８万５，０００円に対しまして、収益的支出総額は１億

７，３７２万５，０００円でございますが、企業会計は収支の差し引きとはなりませんので、

６１２ページの損益計算をいたしますと、下から３行目の当年度純損失、いわゆる赤字額は

２，８８９万３，０００円となります。この損失につきましては、６１３ページの一番下の欠損

金処理計算書（案）でお示しをしておりますように、資本剰余金の繰り入れによって、欠損金処

理を行うことといたしております。

次に、６２０、６２１ページの収益明細書をお開き願いたいと存じます。第１款水道事業収益、

第１項営業収益でございますが、第１目給水収益、第１節水道使用料の決算額は１億

３，９６６万３，０００円で、前年度比３９４万２，０００円と大幅な減少になりました。これ

につきましても簡水同様、使用水量の大幅な減少が要因であると考えております。また、第３目

その他の営業収益、第５節他会計負担金決算額３７６万３，０００円は、蛇谷堰堤浚渫工事に伴

う工事負担金を一般会計から繰り入れたものでございます。次に、第２項営業外収益の第１目受

取利息、第１節預金利息の決算額１５７万８，０００円につきましては、現金預金の一部を定期

預金として積み立てたことによります預金利息でございます。

続きまして、支出でございます６２２ページから６２９ページまで、記載しておりますとおり

人件費、施設の維持管理費、減価償却費などでございます。また、６２６、６２７ページ、第

２項営業外費用の第１目支払利息、第１節企業債利息は、これまでの第４次水道拡張で起こしま

した企業債による利息で決算額２，３９５万７，０００円となっております。

次に、資本的収入及び支出について、６１０ページ、６１１ページでご説明を申し上げます。

資本的収入総額１，１０４万５，０００円に対しまして、資本的支出総額９，４０３万

１，０００円で、不足する額が８，２９８万６，０００円となります。この不足額につきまして

は、６４２ページの補てん財源明細書のとおり、損益勘定留保資金の補てん額８，１３３万

３，０００円及び一番下の消費税資本的収支調整額１６５万３，０００円で補てんをいたしまし

た。
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６３０、６３１ページをお開き願います。第１款資本的収入は、拡張改良に伴います第１項企

業債１，０００万円と、その下、第２項分担金、これは加入負担金でございますが、１０４万

５，０００円でございます。

続きまして、支出でございますが６３２、６３３ページをお開き願います。第１項建設改良費、

第１目拡張改良費、第１節土地購入費決算額６７万９，０００円は、旧町時代に土地開発基金で

取得した、男山第一水源取水施設用地を買い戻したものでございます。また、第２節工事請負費

２，０４９万３，０００円は町道山手線の石綿管敷設替工事等、平成１９年度に施工しました敷

設がえに伴います舗装復旧工事でございます。さらに、第２目配水管事業費の第２節工事請負費

１，５２４万３，０００円は、岩滝海岸線新設に伴い配水管を新設したものでございます。次に、

第２項企業債償還金の５，７６０万円は、第４次水道拡張改良に伴う企業債元金でお示しはして

おりませんが、そのうちの１，５１９万３，０００円を財政健全化計画によります繰上償還分に

充てております。なお、参考資料につきましては、１９７ページから２００ページにかけて事業

概要並びに決算規模をご説明いたしております。

以上で、全会計の、私からのご説明とさせていただきますが、大変雑駁なご説明でございまし

たが、さらに詳細な説明を要する部分につきましては、後ほどの質疑で補わせていただきたいと

存じますので、ご容赦を賜りますようにお願いを申し上げます。

議 長（森本敏軌） 本案についても本日は提案理由の説明のみにとどめます。

次に、監査委員会から平成２０年度の決算審査の結果報告を求めます。

足立代表監査委員。

代表監査委員（足立正人） 失礼します。

皆さん、お疲れのようでありますので、簡単にさせていただきます。

平成２０年度の決算、それに加えまして財政健全化審査を議会選出の廣野監査委員さんととも

にさせていただきました。このように、けさ２冊の意見書がお配りになったと思いますので、ご

らんいただきたいと思います。

まず、最初ですが、平成２０年度の歳入歳出決算について、審査結果を報告させていただきま

す。ページを打ってもらっておりますのでごらんいただきたいと思います。まず、１ページであ

ります。平成２０年度与謝野町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見

書でございます。審査の対象につきましては、一般会計以下１２の会計について審査をさせてい

ただきました。また基金の運用状況も審査させていただきました。審査の実施日ですが、そこに

書いております日にち、実質１７日間ということでさせていただきました。

ページ２ページ目でありますが、審査の方法については割愛をさせていただきます。審査の結

果です。審査に付しました書類は、いずれも法令に準拠して作成されており、各計数も関係諸帳

簿と符合し、かつ正確であったことを認めました。

それから３ページ、総括であります。下の３行ほどですけれども、総体的に非常に厳しい環境

下にあって、役場内の連携を図りながら、大きな目標に向かって、一生懸命事業を進めようとす

る姿勢が伺えたと感じていると。今後、ますますの努力に期待するものでございます。

２番目ですが、一般会計、４行目から財政状況を見るとというところであります。財政力指数

が３カ年平均で０．３６２と、前年を０．０２１ポイント上回りました。他力本願的な要因であ
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ります。これは交付税がふえたということでありますけれども、財政力指数がアップすることは

歓迎されると。それから、その次の実質公債費比率は３カ年平均で１６．７と、前年度同率とな

りました。少し高目なので、今後とも計画的な起債の発行に努めてほしいと。それから、経常収

支比率は９５．１％と０．５ポイント下がりました。これは職員人件費の３％削減、こういった

ことで経常経費が抑えられたということだと思いますが、物件費、補助費等の経常一般財源がふ

えてきております。類似団体よりかなり高いということでありますので、さらに経常経費の節減

に努力をしていただきたい。それから、なお書きは前年同様、記しておきました。

次、ページをめくっていただきまして、４ページであります。上から４行目のところですが不

納欠損処理は、昨年の審査意見書で、やむを得ないものに限定をし、かつこれに至るまでの納得

のいく経過を記録するよう求めました。具体的に担当課では、不納欠損処理を行った決裁文書そ

のものを持ち上げてきまして経過をずっと見せていただきました。この努力が払われたものと評

価したいと思います。それから、収入未済額の多くは、町税ももちろんあるわけですが、国の地

域活性化対策、それから道路改良事業費補助金など、未収入の特定財源として残っておるもので

あります。それから、その５行ほど下ですが人件費が１９億８，７０３万円と、前年度比１億

９２４万円も減額になった。これは職員数の削減でありますとか、給与カット等の成果と考えら

れ評価したいというように思います。

以下、一般会計省略させていただきます。

それから、簡易水道特別会計でありますが、一番下に加悦簡易水道、与謝簡易水道、三河内簡

易水道、市場簡易水道など、大きな事業が計画に沿って進められておるという点で評価したいと

思います。それから、議会なんかでたびたび指摘のあります有収率について、２０年度は

０．６ポイント下がったということは残念であると。ただ、所管課として、この原因追及に一生

懸命努力しておるという形跡が見てとれました。この点は評価したいと思っております。

それから、４番目の宅地造成事業特別会計でありますが、土地の売払収入が上がっております

けれども、これは宅地が売れたものではないということであります。新規に分譲を始めます大同

分譲宅地も含めて、早期売却の道をさぐっていただきたい。それから、いたずらに繰上充用を繰

り返すということではなく、一たんけりをつける方途も、検討されたいということを注文してお

きます。

それから、下水道特別会計でありますが、下の方５行ぐらいです。供用開始後３年を経過した

にもかかわらず、接続があまり進んでいない地域が目立つと、ぜひ接続率のアップに努力を払っ

ていただきたいと。それから、もう１点、合併協議の際に分担金の減免措置の見直しを行ったは

ずであります。新たに分担金を科すこととされた地域に対する手続について、課を挙げて早急に

取り組まれるよう望んでおきたいと思います。

それから、次のページ、６番目につきましては、申し上げることはございません。

それから、７番目の介護保険特別会計でありますが、その４行目に地域福祉基金借入金額

４，７５６万８，０００円の返還に充てられないかという注文をつけたわけでありますが、先般、

提案されました補正予算でもって、町の基金に積み立て、後々、借入金に充てたいというような

町長の提案説明がありましたので、ご承知いただきたいと思います。

それから、サービス勘定につきましては、特に申し上げることはございません。
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それから、８番目の土地取得特別会計でありますが、先ほど副町長の説明でもありましたよう

に、計画的な繰上償還の実績が伺えるということでございます。

それから、９番目につきましては、申し上げることはございません。

１０番目の国民健康保険特別会計であります。中ほどに後期高齢者支援金分においても、既に

多額の収入未済額が発生しておるという点を注目しております。これは始まったばかりでありま

すか、収入未済額が発生しておると、早目の収納に努めていただきたいと思います。

それから、不納欠損額、不納欠損処理につきましては、町税同様にやむを得ないものに限定を

し、納得のいく経過を記録したもので、これはやむを得ないというように判断をいたしておりま

す。

それから、直診勘定でありますが、頑張っていただいて、一般会計からの繰入金が少なくなっ

ておるという点を評価させていただきたいと思います。

それから、８ページの１１番、１２番、１３番については、特に申し上げることはございませ

ん。

１４番の基金の運用状況でありますが、会計室で可能な限り定期預金にするなど、適切かつ効

率的に運用がされておりました。

それから、８ページの一番下から９ページにかけまして、本審査に当たって評価したいという

項目を五つばかり掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。

それから、最後のページでありますが、平成２０年度の与謝野町水道事業会計決算審査意見書

であります。これは、２１年８月１８日に審査をさせていただきました。審査の結果であります。

審査に付された書類は、平成２０年度の経営成績及び当該年度末における財政状態を適正に表示

しているものと認めました。

それから、次のページであります。ここに数字を掲げさせてもらいましたが、昨年、糸井議員

さんから指摘をいただきました点を修正させていただいたつもりでありますので、ごらんをいた

だきたいと思います。

それから、もう一つのホチキスでとめたものでありますが、平成２０年度与謝野町財政健全化

審査及び水道事業会計経営健全化審査意見書であります。これは２０年度の決算から義務づけら

れまして、監査委員の審査を経て公表せえというようなことにされたものであります。

まず、与謝野町の財政健全化審査意見書の方であります。この審査は８月２１日にさせていた

だきました。審査の結果でございますが、そこに表を掲げております。そして、個別意見として

①から順番に掲げております。

①の実質赤字比率でありますが、当町はマイナス２．３９、これは表の備考欄に掲げた数字で

あります。黒字の場合にはマイナスで出るということであります。すなわち黒字なので該当しな

いと。

それから、②の連結実質赤字比率はマイナス９．５１と、これも黒字の場合はマイナスで出る

ということであります。すなわち黒字などで該当しないと。

それから、③実質公債費比率は１６．７％、早期健全化基準の２５．０％を下回っており、ま

だ良好な範囲と言えるが、府内市町村の中では、もっともっと低い団体が多いという点にご留意

いただきたいと思います。
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それから、④将来負担比率１０３．３％、早期健全化基準の３５０．０％を大幅に下回ってお

り良好な範囲と言えると、前年度より３．２ポイント上がったのは、地域振興基金を起債償還の

財源として充当できないとされたわけでありますが、実質的には将来負担にこれが及ぶものでは

ないということでとらまえております。府内市町村の中では、低い方に位置するという点で評価

したいと思います。

２ページ目でありますが、是正改善を要する事項はないということであります。

３ページ、水道事業会計の経営健全化審査意見書です。これも８月２１日に実施をさせていた

だきました。審査の結果でありますが、適正であることを認めました。表に掲げましたのが当町

の比率であります。①の資金不足比率につきましては、平成２０年度がバーということでありま

す。経営健全化基準が２０．０％ということになります。個別意見としてつけておりますのが、

資金不足比率について水道事業の財務の短期流動性を表示する流動比率が１，４３７．７％にな

ります。経営健全化審査における現金不足比率を算出するに当たって、実質的な資金不足額を把

握するため、平成２１年度に今年度償還する企業債の予定額４，１７９万９，６５７円を流動負

債に参入して計算しますと、実質流動比率が５３４.８％ということになります。１００％を大

幅に上回るため、この１年基準を適用いたしましても、資金不足は発生しないということで、良

好な状態にあると認めたわけであります。

⑶の是正改善を要する事項はないということであります。 

以上、簡単に報告させていただきました。終わります。

議 長（森本敏軌） 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

次回は、９月１４日、午前９時３０分から開議しますので、ご参集ください。

大変お疲れさんでした。ご苦労さんでした。

（散会 午後 ４時１０分）


